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国家公務員退職手当法等の一部を改正する澪律案(概要）

民間における退職給付の支給の実情に鑑み、国家公務員の退職手当の額を引き下げる等

の改正を行う。

R－羅凋
国家公務員の退職給付については、 「国家公務員の総人件費に関する基本方針」 （平成

26年フ月25日閣議決定）において、官民比較に基づき、概ね5年ごとに退職手当支給水

準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保することとされている。

前回調査（平成23年）から5年を経過したことから、昨年8月1日に、内閣総理大臣及

び財務大臣から人事院総裁に対し、民間の退職金及び企業年金の実態調査の実施及び見解

の表明を依頼した。

本年4月に人事院から、退職給付額での官民比較の結果、 78万1千円（3.08％）公務が

民間を上回り、官民均衡の観点から退職給付水準について見直しを行うことが適切である

とする調査結果及び見解が示された。

以上を踏まえ、国家公務員の退職給付について官民均衡を確保するため、国家公務員退

職手当法（昭和28年法律第182号。以下「退手法」という。 ）等において、退職手当の支

給水準を引き下げる改正を行う。

(注1）国家公務員の総人件費に関する基本方針（平成26年7月25日閣議決定）抄

「退職給付（退職手当及び年金払い退職給付（使用者拠出分） ）について、官民比較に基づき、概ね

5年ごとに退職手当支給水準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保する。 」

(注2）民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る本院の見解に

ついて（平成29年4月19日人事院）抄

「官民の退職給付水準の比較結果に基づき、国家公務員の退職給付水準について見直しを行うことが

適切である。 」

尼一頭定丙弓
（1）退手法附則第21項等

官民均衡を図るための率である「調整率」について、現行の87/100から83.7/100

に改定する。

（2）退手法附則第26項（退手法第6条の4第4項第5号の読替規定により措置）

特別職幹部職員等の退職手当の「調整額」について、現行の「基本額」の8/100に

相当する額を、当分の間、 8.3/100に相当する額とする。

※俸給月額が指定職俸給表8号俸（事務次官クラス）の額を超える者及び在職期間の全てが特別

職給与法適用職員（宮内庁職員（宮内庁長官等を除く。 ）及び国会職員を除く。 ）である者

(3)その他所要の規定の整備を行う

匡一岑覆あ〒詞
（1）閣議：平成29年9月下旬

※「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決

定と同日

（2）施行：平成30年1月1日
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(参考）民間の退職金及び企業年金の実態調査の結果並びに国家公務員の退職給付に係る

本院の見解の概要（平成29年4月19日人事院） （抄）

3．退職給付水準の官民比較結果及び国家公務員の退職給付に係る見解

○退職一時金と企業年金(使用者拠出分)を合わせた退職給付額での官民比較

民間24,596千円公務25,377千円（781千円（3.08％）公務が上回る）

＜同職種の者について、退職事由及び勤続年数を合わせて比較＞

○官民均衡の観点から、上記の比較結果に基づき、退職給付水準について

見直しを行うことが適切
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共済年金給付 （企業年金相当部分）
2.236千円

一

公

25.377千円
退職手当

23,141千円務

一

・勤続20年以上の事務・技術関係職種の常勤従業員（公務は行政職俸

給表(一)適用者）で定年又は会社都合（公務は応募認定）で退職し

た者（大学卒（大学院修了を含む）及び高校卒）を対象

退職事由別（定年。会社都合（公務は応募認定） ） 、勤続年数別の

ラスパイレス比較（民間の一人当たり平均の退職給付額を算出する

上で、退職事由別、勤続年数別の公務の人員数ウエイトを使用）

官民それぞれの使用者拠出による退職給付額を比較

・官民とも年金分については、退職時点に一時金として支給するとし

た場合の現価に換算
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(参考） これまでの主な民間企業退職給付実態調査及び支給水準見直しの実施状況

民=100%として

官の水準
見直しの状況（法改正） 調整率 対象調査年

1953 (昭和28)年| (法制定）

引上げ （※1）
→

※調整率の導入

長期勤続者

(勤続20年以上）
120/1001971 (昭和46)年 81%

長期勤続者

(勤続20年以~上）

1978 (昭和53)年 110/100
→引下げ （※2）110％

幽
一
岬
一
噸

(昭和58）

(平成元）

(平成8）

年
一
年
一
年

1983

1989

1996

州
一
叫
一
峰

長期勤続者

(勤続20年以上）
→引下げ （※3） 104/1002001 (平成13)年 105.6%

(無）2006 （平成18)年 993％ ’

’
全退職者→ 引下げ （※5）2011 (平成23)年 115.8% 87/100

→ 引下げ（今回法改正） 全退職者2016 (平成28)年 83.7/100103.2%

※1 国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和48年法律第30号） （以下「昭和48年改

正法」 という。 ）による改正

※2 国家公務員等退職手当法等の一部を改正する法律（昭和56年法律第91号） （以下「昭和56年

改正法」 という。 ）による改正

※3 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成15年法律第62号) (以下「平成15年改

正法」 という。 ）による改正

※4昭和48年改正法昭和56年改正法及び平成15年改正法においては、額の引上げが長期勤続者

等に限定されていたが、 これは国家公務員の退職手当が長期勤続報償であることに鑑み、勤続20

年以上（自己都合を除く。 ）の退職者を100/100を超える調整率の対象としていたことによるもの

である。

※5 国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する

法律（平成24年法律第96号） （以下「平成24年改正法」 という。 ）による改正以降は、調整率

が100/100を下回ったため、制度全体のバランスの観点から、勤続年数や退職理由にかかわらず、

全退職者を対象として退職手当 （基本額）に調整率を掛けることとした。

＜今般の調査で民間企業の退職給付額が減少した理由（人事院の説明）＞

○今般の調査における民間企業の退職給付額は、平成23年調査と比べ約88万円

（3.5％）減少している（うち退職一時金で約35万円（△3.4％） 、企業年金現価額で約

52万円（△3.5％） ） 。
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○平成23年調査における民間の退職給付額の減少が大きかった要因としては、いわゆる

リーマンショックによる景気悪化の影響等を背景として、従業員、とりわけ高齢層の給

与水準が下がったこと、水準を引き下げる方向での退職一時金の制度見直しが行われた

こと等が考えられる。他方、今般の調査に際しては、 リーマンショックのような大きな

景気悪化はなかったが、今般の調査においても民間の退職給付額は減少している。その

要因としては、退職一時金については、その一部を原資に確定拠出年金（企業型）を導

入する企業があること、企業年金については、厚生年金保険法等の一部改正による厚生

年金基金の特例的な解散制度の導入等により企業年金制度がある企業の割合が低下して

いること、金利低下の影響を受け年金算定に使用する利率が低下していること等が考え

られる。
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法形式関係

1 三つの法律を一括して改正する理由

二つ以上の法律を一つの法律案として一括して取り扱う一般的な基準としては、原則

として、

①法案の趣旨目的が一つであること

②法案の条項が相互に関連して一つの体系をなしていること

③原貝11として一つの委員会の所管に属する範囲内のものであること

の三要件を満たすこととされている。 （昭和60年12月3日参議院内閣委員会における

茂串内閣法制局長官答弁）

いずれも調整率の改定

その改正内容は相互に

今回、退手法と一括して改正する以下の二つの法律の改正は、

により退職手当の額を引き下げることを共通の趣旨・目的とし、

密接に関連するものである（個別には29頁～35頁参照） 。

･昭和48年改正法の改正

･国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成17年法律第115号） （以下「平成17年改正

法」という。 ）の改正

退手法はこれまでも－部改正法を含めて一括して改正した実績があり、今般の法改正

においても、これらの法律については、退手法と一括して改正を行うこととする。

(注1）前回の平成24年改正法においても、退手法、昭和48年改正法、平成15年改正法及び平成

17年改正法を一括して改正している。

(注2）平成15年改正法及び昭和56年改正法においても、退手法と昭和48年改正法を一括して改

正している。

2一般職給与法と一括して改正しない理由

一般職給与法の改正は、本年8月s日に人事院より出された勧告に基づき行うもので

ある。一方、退職手当の支給水準の見直しは国家公務員法第28条に基づく人事院勧告の

対象とはなっておらず、今般の改正は、政府から人事院に依頼した「民間の退職金及び

企業年金の実態調査」の結果を踏まえ官民均衡を図るために行うものである。そのため、

一般職給与法の改正と退手法の改正の趣旨・目的が共通とは言えない。

また、勤務条件の基礎事項とされている給与と退職手当は性格が異なっており、その

改正内容も相互に密接に関連するものではない。

さらに、これまでも、退手法を給与法と同一国会に提出したときには一括審議をして

いるが（平成17年改正法、平成20年改正法及び国家公務員退職手当法の一部を改正す

る法律（平成26年法律第107号） （以下「平成26年改正法」という。 ） ） 、過去に退

手法と給与法を束ねて－括して改正した実績はない。

したがって、退手法と一般職給与法を一括して改正しないこととする。
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3法律案の名称

退手法の他、 「昭和48年改正法」 、 「平成17年改正法」を一括して改正するため、

改正法案の名称については「国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律」とする。

(注3）三以上の法律を一の一部改正法の本則で改正する場合においては、 「等」を用いて、 「A

法等の一部を改正する法律」 という題名を付ける。また、A法とA法の一部を改正する法律

の二法のそれぞれ一部を改正する法律については、二法であっても「A法等の一部を改正す

る法律」 という題名を付けることとされている（ワークブック法制執務） 。

今般の改正は退手法、昭和48年改正法及び平成17年改正法の三つの法律について行うも

のである。

(注4）下線部が今回の改正規定

①退手法附貝|｣第21項～23項（第1条関係）

②昭和48年改正法附則第5項～7項（第2条関係）

③平成17年改正法附則第3条第1項（第3条関係）

4条立ての順番

条立ての順番については、今回改正する法律が同じ法律の一部改正法及びその元の法

律であることから、制定日順に条立てをすることとし、

・第1条：退手法の一部改正

・第2条：昭和48年改正法の一部改正

・第3条：平成17年改正法の一部改正

とする。

なお、過去の法改正時も、退手法及びその一部改正法を一括改正した場合には、制定

日順に条立てを行っている。

(参考）

○平成24年改正法

・第1条：退手法の一部改正

・第2条：昭和48年改正法の一部改正

・第3条：平成15年改正法の一部改正

・第4条：平成17年改正法の一部改正

○平成15年改正法

・第1条：退手法の一部改正

・第2条：昭和48年改正法の一部改正

5過去の改正形式の一覧表

同孫同のとおり。
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｜別紙’ ｜

支給水準の引下げに係る改正箇所

改正内容 改正法律

法律

改正法｜ 主な措置内容

一括審議／

単独審議
法案名 束ねの有無 施行

水準引下げ 国家公務員等退職手当

法等の一部を改正する

法律

（昭和56年法律第91

号）

有

･昭和48年改正法

①調整率の改定

②4条退職（勤続25年以上の公務外傷病等退職）

者を勤続35年として調整率を適用した場

合より本則による支給率が高くなる場合に

調整率の適用外とする調整（注）

①昭和48年改正法

②昭和48年改正法

昭和55年10月6日提出

（臨時国会）

単独審議

昭和56年11月13日成立

昭
和
駈
年

昭和57年1月1日

※段階的引下げ（1段階目は

昭和57年1月1日から、

2段階目は昭和58年1月

1日から、 3段階目 （最

終）は昭和59年1月1日

から）

地方への退職出

向期間の特例

調整率の規定

（原始附則）

通勤災害に係る措

置

国家公務員退職手当法の一

部を改正する法律

（平成3年法律第51号）

無 平成3年3月8日提出

（常会）

単独審儀

平成3年5月2日成立

平成3年5月2日 無平
成
３
年

水準引下げ 国家公務員退職手当法

等の一部を改正する法

律

（平成15年法律第62

号）

①退手法、昭和48年改

正法

②退手法、昭和48年改

正法

③昭和48年改正法

有

・昭和48年改正法

・国家公務員共済組合法

・地方公務員等共済組合

法

平成15年2月7日提出

（常会）単独審議
平成15年5月28日成立

①調整率の改定

②4条退職（勤続25年以上の公務外傷病等退職）

者を勤続35年として調整率を適用した場

合より本則による支給率が高くなる場合に

調整率の適用外とする調整

③最高限度額（支給率60）よりも勤続35年

定年退職の支給率が下回ったことによる調

整

平
成
旧
年

平成15年10月1日

早期退職割増の

見直し

役員出向期間の

通算

※段階的引下げ（1段階目は

平成15年10月1日から、

2段階目 （最終）は平成16

年10月1日から）

特別職の幹部公務

員の退職手当の割

増しの特例の肖l1除

に伴う経過措置

特別職の職員の給与に関す

る法律等の一部を改正する

法律（平成16年法律第146

号）

平成16年10月12日提出

（臨時会）

障害補償に係る障害の等級の

改定等のための国家公務員災

有

・特別職の職員の給与に関す

る法律

・二千五年日本国際博覧会政

府代表の設置に閨する臨時

措置法

・退手法

平成17年4月1日 無平
成
帖
年

害補償法及び地方公務員災害

補償法の一部を改正する法律
民

案との一括審蟻

平成16年11月19日成立

調整額の導入

支給率カーブのフ

ラット化

ピーク時特例の導

入

国家公務員退職手当法の一

部を改正する法律

（平成17年法律第115号）

無 平成17年10月4日提出

（特別会）

給与法と一括審蟻

平成17年10月28日成立

平成18年4月1日 無

※平成17年改正法附則第3条の創設

平
成
ｎ
年

国家公務員退職手当法筆の
一部を改正する法律

（平成20年法律第95号）

支給制限及び返納

の事由拡大

有

・恩給法

・国家公務員共済組合法

・地方公務員等共済組合法

・総務省設置法

平成20年12月2日提出

（臨時会）

給与法と一括審膳

平成20年12月19日成立

平成21年4月1日 無平
成
釦
年

①調整率の改定

②従前額保障規定における調整率の適用

①退手法、水準引下げ 国家公務員の退職給付

の給付水準の見直し等

のための国家公務員退

職手当法霊の一部を改
正する法律

（平成24年法律第96

号）

有

・昭和48年改正法

・平成15年改正法

・平成17年改正法

・国家公務員共済組合法

・被用者年金制度の一元

化等を図るための厚生

年金保険法等の一部を

改正する法律

平成24年11月2日提出

（臨時会）

地共済と一括審議
※年金払い退職給付の創設が

あったため

平成24年11月16日成立

昭和48年改平
成
型
年

平成25年1月1日
正法

③3条退職者の支給率の上限が勤続35年定

年退職の率と同様となるよう調整

④調整率の対象者が全退職者となったことに

よる調整

②平成17年改正法早期退職募集制

度の導入
※段階的引下げ（ 1段階目は

平成25年1月1日から、

2段階目は平成25年10月

1日から、 3段階目 （最

終）は平成26年7月1日

から

③退手法、昭和48年改

正法、平成15年改正法

④昭和48年改正法早期退職割増の

拡充

無 平成26年10月7日提出

（臨時会）

給与法と一括審議

平成26年11月12日成立

調整月額の増額

改定

国家公務員退職手当法

の一部を改正する法律

（平成26年法律第107

号）

無平
成
沁
年

平成27年4月1日

(注）当Ⅱ寺、調整率は氏間との均衡上、勤続35年以上は35年として適川することを朧本としていたが、 4条の支給率を勤続35年のままとすると、勤統39年の||寺点で自己都合退職（勤続25年以上は4条と同様の支給率）の方が支給率を上回るため、その時点で4条本則の

支締率に戻一ｳ‐ように措置。 4条本jll｣による支給率は最商限度額（支給率60）が上限となるが、勤続35年定年退職の場合（調確率含む）は62．7が_上|眼となる。



 

 

国家公務員の退職手当の額は、退職日俸給月額に支給率及び調整率を乗じて算定される「基

本額」と、職責に応じた加算額である「調整額」の合算により算定される。 

退職手当の額 ＝「基本額」＋「調整額」【退手法第２条の４】 

１ 基本額【退手法第３条～６条の３】 

①退職日俸給月額 × ②支給率 × ③調整率

①退職日俸給月額：退職した者の退職日の俸給月額

②支給率：退職した者の勤続年数・退職理由により定まる率

③調整率：官民均衡を図るために一律に乗ずる率。現在は 87/100。

※退職理由と基本額の算定の適用条項

【退手法第３条】 

＜勤続期間にかかわらず適用＞自己都合、公務外傷病 

＜十一年未満勤続者に適用＞定年、応募認定退職（退手法第８条の２第１項１号）、 

任期終了、事務都合退職、公務外死亡、通勤傷病等 

【退手法第４条】 

＜十一年以上二十五年未満勤続者に適用＞定年、応募認定退職（退手法第８条の２第１項 

１号）、任期終了、事務都合退職、公務外死亡、 

通勤傷病等 

【退手法第５条】 

＜勤続期間にかかわらず適用＞整理・応募認定退職（退手法第８条の２第１項２号）、 

公務上死亡、公務上傷病 

＜二十五年以上勤続者に適用＞定年、応募認定退職（退手法第８条の２第１項１号）、任期終了、

事務都合退職、公務外死亡、通勤傷病等 

国家公務員退職手当法（昭和 28 年法律第 182 号）の改正（第１条関係） 

退職手当の算定構造について 
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※基本額の算定における特例 

・俸給月額の減額改定以外の理由により俸給月額が減額されたことがある場合の特例【退手法第５条の２】 

・定年前早期退職者に対する特例【退手法第５条の３】 

 

※調整率の規定 

 

【昭和 48 年改正法附則第５項～７項】 

昭和 47 年 12 月１日に在職する職員が退職する場合に、調整率を用いて支給水準の調整を行う規

定。 

 

【退手法附則第 21 項～23 項】 

昭和 47 年 12 月 2 日以降に採用された職員が退職する場合に、調整率を用いて支給水準の調整を

行う規定。 

 

※昭和 47 年 12 月 2 日以降に職員となった者が、平成４年 11 月 1 日以降に勤続 20 年以上となる

ことに鑑み、昭和 48 年改正法の調整措置の適用対象外であるこれらの者に対して措置を講ずる

必要があったため、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成３年法律第 51 号）（以

下「平成３年改正法」という。）による改正で規定。 

その際、昭和 48 年改正法附則との一本化を行っていない。この理由は、調整率規定の一本化

を行うと、昭和 48 年改正法附則第５項から第７項までを削除することに伴い改正を要する他法

令が多数生じ、それぞれの条項の適用者を逐次調査する必要があり、各府省等の業務負担が膨

大であったこと等によるものである。 

 

 

（参考）退手法附則、昭和 48 年改正法附則及び平成 15 年改正法附則と適用者の関係一覧 
 

退手法適用 

条文 
 

勤続年数 

３条 

（自己都合、公務外傷病、 

勤続 11 年未満定年退職等） 

４条 

（勤続 11 年以

上 25 年未満

定年退職等） 

５条 

（整理・応募認定退職等、 

勤続 25 年以上定年退職） 

勤続 35 年以下 【S47.12.1 在職】    昭和 48 年改正法附則第５項 

【S47.12.2 以降採用】 退手法附則第 21 項 

勤続 36 年以上

42 年以下 

【S47.12.1 在職】     昭和 48 年改正法 

        附則第６項 

【S47.12.2 以降採用】 退手法附則第 22 項 

 

 

【S47.12.1 在職】 

昭和 48 年改正法 

附則第７項 

【S47.12.2 以降採用】 

 退手法附則第 23 項 

 

※ 支給率の上限の設定 

（勤続 36 年以上の支給率

は勤続 35 年の定年退職の

支給率と同率） 

勤続 43 年以上 【全ての者】  

平成 15 年改正法附則４項 

 

※平成 15 年改正法による調整率の引下げに伴い、

勤続 43 年以上の自己都合退職の支給率が勤続

35 年の定年退職の支給率を上まわることのない

よう支給率の上限の設定（勤続 43 年以上の支給

率は勤続 35 年の定年退職の支給率と同率） 
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（２）調整額（職責に応じた加算額）【退手法第６条の４、退手法施行令第６条の３及び別表第１】 

「調整額」は、職員の公務への貢献度をより的確に反映させるために、平成 17 年改正

法により創設されたもの。 

基礎在職期間の初日の属する月から基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、

当該各月にその者が属していた職員の区分（第１号区分～第 11 号区分）に応じて定める

額（以下「調整月額」という。）のうち、その額が多いものから 60 月分の調整月額を合

計した額。 

※基礎在職期間は、退職手当の支給の基礎とすべき採用から退職までの期間を示す。 

【退手法第５条の２第２項】 

（現行の職員の区分と調整額） 

職
務
の
級 

標準的な職務 

職員

の 

区分

調整月額

 

調整月額 

60 月分 

 

下位区分

との差額 

下位区分

との差額

指定職（８号俸以下６号俸以上） 警視総監・外局の長官 1 95,400 円 16,650 円 572.5 万円 100 万円

指定職（５号俸以下） 局長・次長・審議官 2 78,750 円 8,350 円 472.5 万円 50 万円

１０

級 

１ 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務 
3 70,400 円 5,400 円 422.5 万円 32.5 万円

２ 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 

９級 
１ 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務 

4 65,000 円 5,450 円 390 万円 32.5 万円
２ 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務

８級 

１ 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務 

5 59,550 円 5,400 円 357.5 万円 32.5 万円２ 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務 

３ 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務 

７級 

１ 本省の室長の職務 

6 54,150 円 10,800 円 325 万円 65 万円２ 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 

３ 府県単位機関の長の職務 

６級 

１ 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務 

7 43,350 円 10,850 円 260 万円 65 万円
２ 管区機関の課長の職務 

３ 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 

４ 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務 

５級 

１ 本省の課長補佐の職務 

8 32,500 円 5,400 円 195 万円 32.5 万円
２ 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務 

３ 府県単位機関の課長の職務 

４ 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務

４級 

１ 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務 

9 27,100 円 5,400 円 162.5 万円 32.5 万円
２ 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 

３ 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 

４ 地方出先機関の課長の職務 

３級 

１ 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理

する主任の職務 

10 21,700 円 ― 130 万円 ―
２ 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業

務を処理する主任の職務 

３ 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要

とする業務を独立して行う専門官の職務 

２級 
１ 主任の職務 

11 0 円 ― 0 円 ―２ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

１級 定型的な業務を行う職務 
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※特別職幹部職員等（注１）の調整額については、一般の職員とは異なり、退職手当の「基本額」の

８/100 に相当する額とすることとされている【退手法第６条の４第４項第５号】。 

 

（注１）俸給月額が指定職俸給表８号俸（事務次官クラス）の額を超える者及び在職期間の全てが特

別職給与法適用職員（宮内庁職員（宮内庁長官等を除く。）及び国会職員を除く。）である

者 

 

（３）退職手当の適用対象 

  司法・立法・行政全ての国家公務員のうち、常時勤務に服することを要する職員（約

58 万人〔平成 28 年時点〕）及びこれに準ずるもの 

 

＜退職手当の適用対象外＞ 

  国会議員：退職手当の支給規定なし 

国会議員秘書：国会議員の秘書の給与等に関する法律（平成２年法律第 49 号） 

  行政執行法人の役員：法人ごとに定められた役員退職手当規程に基づき支給 

  再任用職員（フルタイム・短時間勤務）：退職金を一度支給しており、一般的に民間でも再雇用

した者には退職金を支給しないことを踏まえ、適用対

象外。 

 

 

＜退職手当の支給の特例＞ 

 
最高裁判

所裁判官 

最高裁判所裁判官退職手当特例法（昭和 41 年法律第 52 号）第２条 

 

第２条 最高裁判所の裁判官が退職した場合に支給する退職手当の額は、退職手当法第二条の四及び第六条

の五の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の報酬月額に、その者の勤続期間一年につき百分の二

百四十を乗じて得た額とする。 

任期制 
自衛官 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防衛省の職員の給与等に関する法律（昭和 27 年法律第 266 号）第 28 条 

 

第 28 条 自衛隊法第三十六条の規定により任用期間を定めて任用されている自衛官（以下「任用期間の定

めのある隊員」という。）がその任用期間を満了した日に退職し、又は死亡した場合には、退職手当とし

て、その者の退職又は死亡当時の俸給日額（俸給月額の三十分の一に相当する額をいう。以下この条にお

いて同じ。）に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日数を乗じて得た額を支給する。 

一 自衛官候補生から引き続いて自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者 同項に規定する

期間が二年である者にあつては八十七日（自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、

当該任用期間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数）、同項に規定する期間が三年で

ある者にあつては百三十七日（自衛官候補生としての任用期間が三月でない者にあつては、当該任用期

間を勘案して防衛省令で定めるところにより算定した日数） 

二 自衛隊法第三十六条第一項の規定により任用された者（前号の規定の適用を受けるものを除く。）

任用期間が二年である者にあつては百日、任用期間が三年である者にあつては百五十日 

三 自衛隊法第三十六条第七項の規定により一回任用された者 二百日 

四 自衛隊法第三十六条第七項の規定により二回任用された者 百五十日 

五 自衛隊法第三十六条第七項の規定により三回以上任用された者 七十五日 

２～12 （略） 
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予備自衛

官（補） 
・即応予

備自衛官 
 
 
 

 

第 28 条の３ 予備自衛官及び即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病により

その職に堪えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、

その者に対して、又は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当と

して、その者が自衛隊法第六十七条第三項（同法第七十五条の八において準用する場合を含む。）の規定

により指定されている自衛官の階級について別表第二に定める最低の俸給月額（当該職員の指定されてい

る階級が陸将、海将又は空将である場合に限る。）又は俸給の幅の最低の号俸（当該職員の指定されてい

る階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空

佐の(三)欄における最低の号俸をいう。）による俸給月額（その者が自衛官であつた者である場合におい

て、当該俸給月額が当該自衛官として受けていた最終の俸給月額に満たないときは、その最終の俸給月

額）に相当する額を支給する。ただし、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受

ける者である場合においては、この限りでない。  

２ 予備自衛官補が教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪えないで退職

したとき、又は教育訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、その者に対して、又

は国家公務員退職手当法第二条の二の規定の例によりその遺族に対して、退職手当として、別表第二の二

等陸士、二等海士及び二等空士の俸給の幅の最低の号俸による俸給月額に相当する額を支給する。ただ

し、その者が国家公務員退職手当法の規定による退職手当の支給を受ける者である場合においては、この

限りでない。  

 
 
※ 上記の特例規定に該当しない自衛官、裁判官、裁判所職員は退手法の適用対象。 

 

※「任期制自衛官」：任用期間を定めて任用されている自衛官（２年又は３年の任期。更新可） 

 

 「予備自衛官」：常時勤務に服する者ではなく、防衛招集命令により招集された場合に自衛官となっ

て勤務し、又は訓練招集命令により招集された場合に訓練に従事するもの 

 

 「即応予備自衛官」：常時勤務に服する者ではなく、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集

命令又は災害等招集命令により招集された場合に自衛官となって勤務し、若し

くは訓練招集命令により招集された場合に訓練に従事するもの 

 

 「予備自衛官補」：常時勤務に服する者ではなく、教育訓練招集命令により招集された場合に教育訓

練を受けるもの 

 

①最高裁判所裁判官の特例規定 

最高裁判所の裁判官は、地方裁判所や高等裁判所と異なり、広く各界から識見の高い人物が選ばれ、

しかも比較的短期間でその職を去るケースが多いため、退手法の特例として最高裁判所裁判官退職手当

特例法が定められている。 

これまで、官民比較調査に基づく退職手当の支給水準引下げに関する退手法改正に伴って、最高裁判

所裁判官の特例規定を改正したことはないところ。法務省を通じて最高裁判所に確認したところ、今回

も退手法改正に併せて特例規定を改正する予定はないとのこと。 

  

※過去に、平成 14 年度から独立行政法人、特殊法人等の役員の退職金が大幅に引き下げられたこと

等を踏まえ、最高裁判所裁判官の支給率を 650/100 から 240/100 に改正したことがある（平成 17

年改正法）。 
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②任期制自衛官の特例規定 

任期制自衛官は、任期が２年又は３年と短く、有事に備え組織の精強性を担保する観点から、10 代後

半から 20 代中盤までの若い任期制自衛官を大量採用する必要があり、これらの任用形態の特殊性を考

慮し、防衛省の職員の給与等に関する法律で退職手当の特例規定を設けている。 

これまで、官民比較調査に基づく退職手当の支給水準引下げに関する退手法改正に伴って、任期制自

衛官の特例規定を改正したことはないところ。防衛省に確認したところ、今回も退手法改正に併せて特

例規定を改正する予定はないとのこと。 

 

 ※任期制自衛官の退職手当の支給額は、「短期勤続の整理退職（退手法６条の５（最低保障額））」

の支給額を参考としている。第６条の５は調整率の影響を受けず、第６条の５を改正しない限りは任期

制自衛官の特例規定も改正しない。 

 

③予備自衛官・即応予備自衛官の特例規定 

予備自衛官、即応予備自衛官等は、常時勤務に服する者ではないため退手法の適用対象ではないが、 

予備自衛官又は即応予備自衛官が訓練招集に応じている期間中の職務に起因する傷病によりその職に堪

えないで退職したとき、又は訓練招集に応じている期間中の職務に起因して死亡したときは、本人又は

遺族に対して、その者が属するとされる階級に対応する最低の俸給月額又は俸給の幅の最低の号俸によ

る俸給月額に相当する金額を退職手当として支給することとされている。 

 これまで、官民比較調査に基づく退職手当の支給水準引下げに関する退手法改正に伴って、予備自衛

官等の特例規定を改正したことはないところ。防衛省に確認したところ、今回も退手法改正に併せて特

例規定を改正する予定はないとのこと。 
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【退手法の本則（支給率）の改正ではなく、原始附則（調整率）の改正で引き下げる理由】 

国家公務員の退職給付については、国家公務員の総人件費に関する基本方針（平成 26

年７月 25 日閣議決定）において、「官民比較に基づき、概ね５年ごとに退職手当支給水

準の見直しを行うことを通じて、官民均衡を確保する」こととされており、これまでも

官民較差を解消する必要性が認められた場合には、調整率の改定により退職手当の支給

水準調整をしてきたところ。 

  今回の退職手当の支給水準引下げも、平成 28 年の官民比較結果に基づき講ずる措置で

あって、次回官民比較の結果如何によっては手直しが必要となり、当該措置は暫定的な

性格を有するものであるため、本則ではなく、附則で措置することとした。 

 

 （注２）あくまで「当分の間」の措置であり、今後、調整率の分子が 100 以上となり、一部の者のみに調

整率を適用させる可能性もあるため、現行どおり支給率と調整率は分けて記載した方が適切であ

ると考えられるところ。 

 

【調整額を下げない理由】 

 これまでの退職手当の支給水準の調整は、官民均衡を図るために法律上設けられた率で

ある「調整率」の引下げによる「基本額」の引下げによって行っており、「調整額」の引

下げは行っていない。これまで一貫して、公務への貢献度を的確に反映させる調整額の比

率を高めてきたところであり、今回も、在職期間中の貢献度をより的確に退職手当額に反

映させるため、「調整額」の引下げは行わない。 

 

（注３）退職手当の「調整額」は、在職期間中の貢献度をより的確に退職手当額に反映させるため民間

企業の退職一時金の「ポイント制」にならって平成 17 年改正法により導入されたもの。 

 

（注４）平成 24 年改正法の退職手当の支給水準の引下げの際には、調整額が導入後適切に運用され定

着されていることやポイント制を導入している企業の比率が高まっていることを踏まえて調整率

の引下げ（による基本額の引下げ）により対応し、また、平成 26 年改正法の給与制度の総合的

見直しに伴う退職手当法制上の措置（俸給月額と地域手当の配分変更による退職手当額への影響

を踏まえて措置したもの）としては、退職手当の調整額の算定基礎となる調整月額の引上げに

よって対応した。 

 

３ 調整率の分子に小数点を導入する理由 

  これまでの退職手当の支給水準の引下げにおいては、調整率の分母を 100、分子を整

数として調整率の改定を行ってきた（調整率の分子に小数点第１位を用いてこなかっ

た）。 

 

〇平成 15 年改正法による退職手当の支給水準の引下げ 

完全な官民均衡となる調整率は約 104.17…/100 であったところ、端数が小さかったた

めに分子を整数処理して 0.17…/100 を切り捨て、調整率を 104/100 とした。 

 （公務を民間より約 3.6 万円低くする） 

 

〇平成 24 年改正法による退職手当の支給水準の引下げ 

完全な官民均衡となる調整率は約 87.397…/100 であったところ、0.397…/100 を切り
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４ 小数点第１位までとする理由 

 

（１）退手法本則（第４条）で支給率を小数点第１位まで（137.5）としていることと整合

的であること 
 

（注１）昭和 34 年法律第 164 号における小数点の導入理由 

第３条の短期勤続後の自己都合退職、公務外死亡又は傷病退職の支給率よりも、第４条の長期勤

続後の定年退職、勧奨退職等における支給率を高くするため、各区分において、第３条における支

給率（100、110、120）の 2.5 割増としている。（昭和 35 年国家公務員等退職手当法詳解）その結果、

第４条における支給率は（125、137.5、150）となり、小数点第１位まで踏み込むこととなった。 

 

（２）従来の退職手当の支給水準調整における切捨て額と同程度の切捨て額となること 

調整率の分子を小数点第１位までとすることで、今後の支給水準調整において、最

大で調整率 0.09/100（約２万円）を切り捨てる可能性があるが、これは過去（平成 15

年改正法）の切捨てと同程度の額（約 3.6 万円）となる。 

 

（３）給与水準の改定方法とも整合的であること 

毎年調査を実施している給与水準の改定においても、現行給与（387,506 円）の

0.04％（136 円）など、官民較差が極めて小さいときは月例給の改定を行っていない

（平成 20 年）。勤務条件の基礎事項とされており、国家公務員法（昭和 22 年法律第

120 号）第 28 条第２項に基づき、毎年改定する必要性の高い給与ですら、官民較差が

極めて微細な場合は改定を見送っており、同じく官民均衡を確保するための退職手当

支給水準の見直しに当たっても同様の扱いとすることが適当であり、これを踏まえる

と、調整率の分子を小数点第１位までとすることが整合的である。 

 

  国家公務員法 

（情勢適応の原則）  

第二十八条 略  

２ 人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければ

ならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認

められるときは、人事院は、その報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。 

 

（注２）調整率の分子を小数点第２位までとすると、調整率を 0.01/100 変えた場合の変動額は 2,379

円。これは、人事院調査結果における公務の退職手当額 23,141 千円の約 0.01％に当たり、

0.04％よりもさらに小さな割合。 

 

なお、毎年の給与水準の改定により退職手当額が数万円単位で変動していることに   

鑑みれば、数千円程度の退職手当の支給水準調整は効果が非常に限定的である一方、退手

法改正を行うと、国以外にも全ての地方自治体が条例を改正する必要があり、膨大な行政

コストがかかることから、調整率をあまりに微細に改定することは政策上望ましくない。 

 

（注３）例えば給与水準の改定により俸給月額が 400 円上がった場合の勤続 35 年・定年で退職した者

の退職手当額は 19,836 円（49.59×400 円）増加する。 
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（注４）総務省において、国の退手法改正に合わせて「職員の退職手当に関する条例案」（昭和 28 年

自丙行発 49）を改正し、地方自治体に通知を出し､国の退職手当の引下げに準じて適切な措置を

講じるよう要請している。 

 

以上のことから、今後は調整率の分子を小数点第１位までとすることを基本として、

退職手当の支給水準調整を行っていくこととする。 

 

 

 

（参考）調整率（約 0.837）の算出方法 

 

① 平成 27 年度の公務退職者のうち、官民比較の対象となった 2,805 人について、退職手当の基本額

の総額・退職手当の調整額の総額・年金払い退職給付の総額の平均額を算出し、下三桁を四捨五入し

た額を算出する。 

② ①で算出したデータを用いて、調整率を乗じる前の基本額を計算。  

調整率を乗じた後の基本額 ÷現在の調整率 ＝調整率を乗じる前の基本額 

¥20,696,000 ÷0.87     ≒¥23,788,506 

③ 官民均衡を図ることができる調整率αを計算（新しい調整率αにより計算した国の退職給付額が民

間の退職給付額と同額になるようにする）。 

（計算） 

調整率を乗じる前の基本額 ×新しい調整率α ＋調整額＋共済年金給付額 ＝民間の退職給付額 

¥23,788,506 ×α＋¥2,445,000＋¥2,236,000 ＝ \24,596,000 

 ¥23,788,506 ×α ＝ \24,596,000 －¥2,445,000 －¥2,236,000 

α ＝ \19,915,000 ÷¥23,788,506 

α ＝ 0.8371690… 

 

※ 平成 24 年改正法の算出方法と同様 

※ 人事院による退職給付調査の際、千円単位（下３桁四捨五入）で企業に退職給付額を記入しても

らい、民間の平均退職給付額を計算していることから、公務において退職給付を計算する際も、平

均額を出す際に千円単位（下３桁四捨五入）で計算している。 

 

  総額 人数 平均額 平均額の下三桁を四捨五入

退職給付額 ¥71,181,780,659 2,805 人 ¥25,376,749 ¥25,377,000

 退職手当額 ¥64,910,213,814 2,805 人 ¥23,140,896 ¥23,141,000

  基本額（調整率を乗じた後） ¥58,051,821,614 2,805 人 ¥20,695,837 ¥20,696,000

  調整額 ¥6,858,392,200 2,805 人 ¥2,445,060 ¥2,445,000

 共済年金給付額 ¥6,271,566,845 2,805 人 ¥2,235,853 ¥2,236,000

20



 
 

（参考）退手法・一般職給与法における「百分の〇〇・〇〇」の用例 

 

〇国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）（抄） 

（十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） 

第四条 十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、次に掲げるものに対する退職手当の基本

額は、退職日俸給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合

計額とする。 

一～三 略 

２ 略 

３ 第一項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。 

一 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五 

二 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五 

三 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百 

 

〇一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第九十五号）（抄） 

（期末手当） 

第十九条の四 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、六月に支給する場合においては百分の百二十二・五、十二月

に支給する場合においては百分の百三十七・五を乗じて得た額（行政職俸給表(一)の適用を受ける職

員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける

職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、人事院規

則で定める職員を除く。第十九条の七及び附則第十一項において「特定管理職員」という。）にあつ

ては六月に支給する場合においては百分の百二・五、十二月に支給する場合においては百分の百十

七・五を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては六月に支給する場合においては

百分の六十二・五、十二月に支給する場合においては百分の七十七・五を乗じて得た額）に、基準日

以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

割合を乗じて得た額とする。 

一～四 略 

３～６ 略 

（勤勉手当） 

第十九条の七 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準

に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が

支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当

該各号に定める額を超えてはならない。 

一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ 略 

ロ 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の九十七・五を乗じて得

た額の総額 

二 前項の職員のうち再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額 

イ ロに掲げる職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十二・五（特定管理職員に

あつては、百分の五十二・五）を乗じて得た額の総額 

ロ 略 

３～５ 略 
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附則 抄 

11 附則第八項の規定が適用される間、第十九条の七第二項第一号イに定める額は、同号イの規定にか

かわらず、同号イの規定により算出した額から、同号イに掲げる職員で附則第八項の規定により給与

が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に百分の一・二七五（特定管理職員にあつては、

百分の一・五七五）を乗じて得た額（最低号俸に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額に百

分の八十五（特定管理職員にあつては、百分の百五）を乗じて得た額）の総額に相当する額を減じた

額とする。 

 

附則（平成二二年一一月三〇日法律第五三号） 抄 

（平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置） 

第三条 略 

一 平成二十二年四月一日（同月二日から同年十二月一日までの間に職員（一般職の職員の給与に関

する法律（以下この号及び附則第五条において「給与法」という。）第二十二条及び附則第三項に

規定する職員を除く。以下この条において同じ。）以外の者又は職員であって適用される俸給表並

びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであ

るもの（改正後の給与法附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適

用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成十七年法律第

百十三号）附則第十一条の規定の適用を受けない職員に限る。）若しくは医療職俸給表（一）若し

くは任期付研究員法第六条第二項に規定する俸給表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職

員（以下この項において「減額改定対象職員」という。）となった者（平成二十二年四月一日に減

額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものを除く。）にあっては、

その減額改定対象職員となった日（当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事院規則で定める

日））において減額改定対象職員が受けるべき俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初

任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、

住居手当、単身赴任手当（給与法第十二条の二第二項に規定する人事院規則で定める額を除く。）

及び特地勤務手当（給与法第十四条の規定による手当を含む。）の月額の合計額に百分の〇・二八

を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年四月一日から施行日の前日

までの期間において、在職しなかった期間、俸給を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外

の職員であった期間その他の人事院規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期

間を考慮して人事院規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

表 略 

二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して人事院規則

で定める者を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じ

て得た額 
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（参考）人事院 職員の給与等に関する報告（平成 20 年）（抄） 

 

第２ 職員の給与 

２ (3) 本年の給与の改定 

ア 改定の基本方針 

前記のとおり、本年４月時点で、公務員の月例給与が民間給与を 136 円（0.04％）下回っていること

が判明した。 

本院としては、以下の事情を総合的に勘案した結果、本年は、行政職俸給表(一)適用職員について、

月例給の改定を行わないことが適切であると判断した。 

(ｱ) 俸給表については、本年の較差が極めて小さく、適切な改定を行うには十分でないこと。 

(ｲ) 諸手当については、民間の各手当の支給状況等を踏まえると、今回のような極めて小さな較差の

中で改定する特段の必要性は認められないこと。 

(ｳ) 平成 13 年のように、特例一時金で改定を行うこととしても、額が極めて小さいことに比べて、

算定事務、支給事務等の負担が大きいこと。 
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（参考）退手法附則第 21 項における読替規定の趣旨 

 

 退手法附則第 21 項の後段の読替規定は平成 24 年改正法により措置されたものである。 

 

読み替えられている退手法第６条の５は、整理退職及び公務上の死亡等による退職の場合に、通常

の計算方法による一般の退職手当の額と、同条に基づき計算される額（以下「最低保障額」とい

う。）を比較し、最低保障額が多い場合には最低保障額を退職手当として支給する規定である。 

 

その趣旨は、勤続期間が極めて短い退職者が自らの都合と関係なく退職せざるを得ない場合に、退

職後の退職者又はその家族の生活水準が著しく低下することを防ぐことにあり、最低限の生活保障と

しての意味合いを持ち、保障額の計算に当たって用いる支給率は上限が 540/100（勤続３年以上は一

定）であるため、最低保障額を退職手当として受け取るものは短期勤続者に限られる。 

 

平成 24 年改正法においては、勤続 19 年以下の短期勤続者も調整率引下げの対象とされたため、最

低保障額についても引下げの対象とするかどうか検討されたが、そもそも最低保障額は、生活保障の

観点から支給されるものであり、官民均衡による全体水準の調整とは相容れないことから、水準調整

による引下げの対象とすべきでないとされた。 

 

そのため、平成 24 年改正法においては、原始附則第 21 項に読替規定を設けることにより、第６条

の５の読み方を補正し、最低保障額が調整率の影響を受けないよう措置した。 

 

 

※ 昭和 48 年改正法附則第５項の適用者は、昭和 47 年 12 月１日に在職している者であり、平成 24

年時点で勤続期間が 40 年を超えていると考えられ、最低保障額の適用対象者となる可能性はない

ことから、平成 24 年改正法において、昭和 48 年改正法の一部改正で読替規定の措置は行わなかっ

た。 
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１ 特別職幹部職員等の調整額について 

「調整額」は、職員の公務への貢献度をより的確に反映させるために、平成 17 年改正

法により創設されたもの。【退手法第６条の４、退手法施行令第６条の３及び別表第１】 

基礎在職期間の初日の属する月から基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとに、

当該各月にその者が属していた職員の区分（第１号区分～第 11 号区分）に応じて定める

調整月額のうち、その額が多いものから 60 月分の調整月額を合計して算定する。 

※基礎在職期間は、退職手当の支給の基礎とすべき採用から退職までの期間を示す【退手法第５条の２第２項】 

（現行の職員の区分と調整額） 

職
務
の
級 

標準的な職務 

職員

の 

区分

調整月額

 

調整月額 

60 月分 

 

下位区分

との差額 

下位区分

との差額

指定職（８号俸以下６号俸以上） 警視総監・外局の長官 1 95,400 円 16,650 円 572.5 万円 100 万円

指定職（５号俸以下） 局長・次長・審議官 2 78,750 円 8,350 円 472.5 万円 50 万円

１０

級 

１ 本省の特に重要な業務を所掌する課の長の職務 
3 70,400 円 5,400 円 422.5 万円 32.5 万円

２ 重要な業務を所掌する管区機関の長の職務 

９級 
１ 本省の重要な業務を所掌する課の長の職務 

4 65,000 円 5,450 円 390 万円 32.5 万円
２ 管区機関の長又は管区機関の特に重要な業務を所掌する部の長の職務

８級 

１ 本省の困難な業務を所掌する室の長の職務 

5 59,550 円 5,400 円 357.5 万円 32.5 万円２ 管区機関の重要な業務を所掌する部の長の職務 

３ 困難な業務を所掌する府県単位機関の長の職務 

７級 

１ 本省の室長の職務 

6 54,150 円 10,800 円 325 万円 65 万円２ 管区機関の特に困難な業務を所掌する課の長の職務 

３ 府県単位機関の長の職務 

６級 

１ 本省の困難な業務を処理する課長補佐の職務 

7 43,350 円 10,850 円 260 万円 65 万円
２ 管区機関の課長の職務 

３ 府県単位機関の困難な業務を所掌する課の長の職務 

４ 困難な業務を所掌する地方出先機関の長の職務 

５級 

１ 本省の課長補佐の職務 

8 32,500 円 5,400 円 195 万円 32.5 万円
２ 管区機関の困難な業務を処理する課長補佐の職務 

３ 府県単位機関の課長の職務 

４ 地方出先機関の長又は地方出先機関の困難な業務を所掌する課の長の職務

４級 

１ 本省の困難な業務を分掌する係の長の職務 

9 27,100 円 5,400 円 162.5 万円 32.5 万円
２ 管区機関の課長補佐又は困難な業務を分掌する係の長の職務 

３ 府県単位機関の特に困難な業務を分掌する係の長の職務 

４ 地方出先機関の課長の職務 

３級 

１ 本省、管区機関又は府県単位機関の係長又は困難な業務を処理

する主任の職務 

10 21,700 円 ― 130 万円 ―
２ 地方出先機関の相当困難な業務を分掌する係の長又は困難な業

務を処理する主任の職務 

３ 特定の分野についての特に高度の専門的な知識又は経験を必要

とする業務を独立して行う専門官の職務 

２級 
１ 主任の職務 

11 0 円 ― 0 円 ―２ 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

特別職幹部職員等の調整額の改正（附則第 26 項関係） 
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調整額の導入の際、指定職俸給表８号俸の額に相当する額を超える俸給月額を受ける

ような特別職幹部職員等（注１）の調整額については、 

・特別職幹部職員等という、事務次官よりも上位の職員に対応した調整月額の区分を

多数設けると、制度が複雑になる 

・幹部職員の退職手当額の抑制を図る必要がある 

ことを踏まえて、一般の職員とは異なり調整月額を定めず、退職手当の基本額に「６

/100」を乗じた額とすることとした。 

 

（注１）俸給月額が指定職俸給表８号俸（事務次官クラス）の額を超える者（６条の４第４項第５号

イ）及び在職期間の全てが特別職給与法適用職員（宮内庁職員（宮内庁長官等を除く。）及

び国会職員を除く。）である者（６条の４第４項第５号ロ） 

（注２）「６/100」は、平成 17 年の給与構造改革による俸給月額の引下げ幅や同年の退手法改正に

よる指定職の退職手当の引下げ率、一般の職員との職責の差に応じた均衡等を踏まえて設定。 

 

  その後、給与制度の総合的見直し（一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正

する法律（平成 26 年法律第 105 号））による退職手当額の減額の影響（注３）に対して

は、26 年改正法により、事務次官以下の職員については、退手法本則の改正により、調

整月額の増額改正を行うこととしたところである。 

 しかしながら、これのみの改正では調整月額が定められていない特別職幹部職員等の

退職手当額の増額が生じず、特別職幹部職員等の退職手当額が勤続年数・退職理由を同

じくする事務次官クラスの職員の退職手当額を下回るという退職手当額の逆転現象が生

じ得ることを踏まえ、平成 26 年改正法の中で、退手法本則の改正により、「６/100」を

「８/100」に改正した。 

 

（注３）平成 26 年給与法改正（俸給月額の引下げ・地域手当の増額）により、俸給月額が引下げら

れることに伴う退職手当額の減額。 

 

 

２ 改正の必要性（退手法附則第 26 項関係） 

今般の改正における退職手当の支給水準の調整は、官民較差の解消のため調整率を

83.7/100 に改定して退職手当の基本額の引下げを行うこととしている。調整額の引下げ

は行わないが、特別職幹部職員等は基本額の「８/100」を調整額としていることから、

基本額の引下げに伴い調整額の引下げが生じる。その結果、特別職幹部職員等の退職手

当額が、勤続年数・退職理由を同じくする事務次官クラスの職員の退職手当額を下回り、

職責の差に応じた均衡が崩れる（逆転が生じる）こととなるため、「８/100」を改正す

る必要がある。 
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３ 改正の具体的内容 

今般の法改正は調整率の改定による基本額の引下げにより官民較差を解消することと

しており、調整額については増減させない方針であるが、逆転現象を解消できる最少の

整数値である「９/100」とすると、特別職幹部職員等の調整額が現行水準よりも上回る

こととなり不適当である。 

 

（注１）退職手当の基本額の「９/100」とすると、幹部職員優遇との批判も受けるおそれがある。 

 

そのため、法改正後の特別職幹部職員等の調整額を現行水準以下とする場合、特別職

幹部職員等の調整額を基本額の「8.3154…/100」以下に設定する必要がある。 

 

（計算式） 

       現行の調整額 ＝ 改正後の調整額 

現行の基本額×８/100 ＝ 改正後の基本額 × 新しい率α 

現行の基本額×８/100 ＝ （現行の基本額÷87/100×83.7/100） × 新しい率α 

         新しい率α ＝ (８/100)×(87/100)÷(83.7/100) 

         新しい率α ＝ (８×87÷83.7)/100 

         新しい率α ＝ 8.3154…/100 

 
（注２）8.2/100 とした場合は逆転現象が発生し得るが、8.3/100 とした場合は逆転現象が発生しない。 

 

 

今回の調整率改定において、より精緻な官民均衡を図るという政策目的から小数点第

１位を用いて 83.7/100 とすることと同様に、特別職幹部職員等の調整額の算定において、

現行の調整額水準の範囲内で逆転現象を防ぐという政策目的から小数点第１位を用いる

こととし、特別職幹部職員等の調整額について、「逆転を解消できる最小の値」である

基本額の「8.3/100」に改めることとする。 

 

（注３）平成 26 年改正法は、現行の支給水準の範囲内で、職員の公務への貢献度をより的確に反映

させるために調整額を増額するものであり、特別職幹部職員等においても調整額を一定程度増

額する必要性は認められるところであり、7.9/100 としても逆転現象は生じないが、「逆転を

解消できる最小の値（整数値）」として６/100 を８/100 に改正した。 

 

（注４）なお、平成 24 年改正法（官民比較調査に基づく調整率の引下げ）の際、特別職幹部職員等

の調整額の見直しは行っていないが、これは、調整率を引き下げても、今回のような逆転が生

じなかったため、一般の職員との職責の差に応じた均衡が確保されていると考え、措置しな

かったもの。 
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俸給月額 月例給 年間給与額
特別職給与法
適用職員(例)

一般職給与法
適用職員(例)

検察官俸給法
適用職員(例)

（参考）
司 法 府

（参考）
立 法 府

両 院 議 長
(2,170,000円)
(3,627万円)

検 事 総 長 最 高 裁 判 事 両 院 副 議 長

東京高裁長官 両 院 事 務 総 長

両 院 法 制 局 長

国 会 図 書 館 長

東京高検検事長 他の高裁長官

次 長 検 事 国会議員

他の高検検事長

事 務 次 官 検 事 １ 号 判 事 １ 号 両 院 事 務 次 長

両院法制局 次長

国会図書館副館長

警 視 総 監 等

外 局 長 官 等 検 事 ２ 号 判 事 ２ 号

重 要 局 長 検 事 ３ 号 判 事 ３ 号

局 長

注:月例給は俸給月額に地域手当（20％）を加えた額。年間給与額は俸給月額及び地域手当並びに期末手当の年間総額。

 [ ]の額は、26年改正法附則による経過措置対象者（27.3.31以前から就任している者）の額（当該者の地域手当は18％）。

 一般職給与法適用職員の年間給与額は、俸給月額及び地域手当並びに期末手当及び勤勉手当（標準）の年間総額。

 立法府の（ ）内の数値は、国会議員が就任するものであり、上段が俸給月額、下段が年間給与額。国会議員に地域手当は支給されない。

 ＊印は特別の事情がある場合（総理大臣補佐官、大臣補佐官）

(1,584,000円)
(2,647万円)

(1,294,000円)
(2,163万円)

2,318万円
[2,363万円]

2,041万円
[2,081万円]

常 任 委
専 門 員 等 １ 号

常 任 委
専 門 員 等 ２ 号

常 任 委
専 門 員 等 ３ 号

内 閣 法 制 局 長 官
内 閣 官 房 副 長 官

副 大 臣
倫 理 審 査 会 会 長
公 取 委 委 員 長

原子力規制 委委 員長
宮 内 庁 長 官

検 査 官
人 事 官

内 閣 危 機 管 理 監
内閣情報通 信政 策監
国 家 安 全 保 障 局 長
大 臣 政 務 官

個人情報保護委委員長
公 調 委 委 員 長
運 輸 安 全 委 委 員 長

侍 従 長
(＊総理大臣補佐官)
( ＊ 大 臣 補 佐 官 )

913,000円
[931,000円]

1,095,600円
[1,098,580円]

1,816万円
[1,822万円]

８ 条 機 関 等 の 委 員

1,466,000円
[1,495,000円]
【国務大臣級】

内 閣 官 房 長 官
国 務 大 臣

会 計 検 査 院 長
人 事 院 総 裁

1,035,000円
[1,055,000円]
【外局長官級】
（指６号俸）

965,000円
[984,000円]
（指５号俸）

2,385万円
[2,392万円]

1,410,000円
[1,413,640円]

2,337万円
[2,345万円]

1,302,000円
[1,328,000円]

1,175,000円
[1,198,000円]
【事務次官級】
（指８号俸）

1,107,000円
[1,129,000円]
（指７号俸）

1,242,000円
[1,244,900円]

2,059万円
[2,065万円]

内 閣 官 房 副 長 官 補
内 閣 広 報 官
内 閣 情 報 官

総 理 大 臣 補 佐 官
大 臣 補 佐 官

倫 理 審 査 会 委 員
公 取 委 委 員

原 子 力 規 制 委 委 員
式 部 官 長

個人情報保 護委 委員
公 調 委 委 員

中 労 委 公 益 委 員
運 輸 安 全 委 委 員
総合科技・イノベ議員
８条機関等 の委 員長

東 宮 大 夫

1,199,000円
[1,222,000円]
【大臣政務官

級】

1,406,000円
[1,434,000円]
【副大臣級】

幹部公務員の給与額（概要）

平成29年４月１日現在

2,010,000円
[2,050,000円]

内 閣 総 理 大 臣 最 高 裁 長 官

895,000円
[912,000円]
【局長級】

（指４号俸）

2,412,000円
[2,419,000円]

3,998万円
[4,013万円]

1,759,200円
[1,764,100円]

2,916万円
[2,926万円]

1,562,400円
[1,567,040円]

2,590万円
[2,599万円]

1,687,200円
[1,692,120円]

2,797万円
[2,807万円]

1,438,800円
[1,441,960円]

1,074,000円
[1,094,400円]

1,765万円
[1,799万円]

1,158,000円
[1,180,800円]

1,903万円
[1,941万円]

1,328,400円
[1,354,800円]

2,183万円
[2,227万円]

（参考） 
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５ 原始附則第 26 項において、原始附則第 21 項の読替規定（「附則第 21 項」を「附則第

21 項及び第 26 項」とする読替規定）を置く趣旨 

 

退手法第６条の５（最低保障額）の規定が適用される場合においては、第６条の４

（調整額）の規定にかかわらず、第６条の５の規定に基づいて計算して得た額を退職手

当の額とすることとされている。 

今回、附則第 26 項を新設し、退手法第６条の４第４項第５号の読替規定を置くことと 

しているが、最低保障額が調整額規定（退手法第６条の４）の影響を受けないのと同様

に、最低保障額が退手法附則第 26 項の規定の影響を受けないように措置する必要がある。 

ただし、退手法第６条の５（最低保障額）の規定は短期勤続者にのみ適用され得るた

め、附則第 21 項による読替えの対象となるところであり、附則第 26 項において退手法

第６条の５を直接読み替えた場合には、読替規定が競合することとなり、上手く規定が

措置されないところである。 

そのため、附則第 26 項において附則第 21 項の読替規定を読み替え、「附則第 21 項」

を「附則第 21 項及び第 26 項」とする規定を置くこととする。 

なお、退手法第６条の５（最低保障額）の規定は短期勤続者にのみ適用され得るため、

長期勤続者を対象とした附則第 22 項及び第 23 項については、最低保障額が附則第 22 項

及び第 23 項の規定の影響を受けることはないため、読替えの措置はされていない。 

 

 

（参考）「当分の間、○○の規定の適用については、○○中「○○」とあるのは、「○

○」とする」の規定例 

 

○地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号） 

附 則 

第四十条の三の二   

当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金の納付が同条第二項の規定により行

われる場合における第百十三条第一項、第百四十四条の二第二項、附則第十四条の三第一項及び附則

第十八条第五項の規定の適用については、第百十三条第一項中「並びに介護保険法」とあるのは「、

国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金（以下「退職者給付拠出金」という。）並びに介

護保険法」と、「並びに介護納付金」とあるのは「、退職者給付拠出金並びに介護納付金」と、第百

四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援

金等並びに退職者給付拠出金」と、附則第十四条の三第一項中「並びに介護納付金」とあるのは「、

退職者給付拠出金並びに介護納付金」とする。 

 

○社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和三十六年法律第百五十五号） 

附 則  

５ 当分の間、第九条の二の規定の適用については、同条中「前二条」とあるのは、「前二条並びに附

則第三項及び第四項」とする。  

 
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令（平成二十九年政令第百三

十六号）（抄） 

附 則  

32



 
 

第二 当分の間、第一条第十号及び第三条第四号の規定の適用については、第一条第十号中「規定」と

あるのは「規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の

一部を改正する法律（平成二十七年法律第七十三号）附則第六条第六項及び第七項の規定」と、第三

条第四号中「を除く。）」とあるのは「を除く。）又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項まで」とする。 

 

○被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共

済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政

令（平成二十七年政令第三百四十七号）（抄） 

第百五十四条 当分の間、改正後地共済法第八十八条第一項の規定の適用については、同項中「組合員

期間」とあるのは、「組合員期間（平成二十七年十月一日に引き続かない被用者年金制度の一元化等

を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律（平成二十四年法律第六十三号）附則第四条第

十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間を除く。）」とする。 

 

※退手法原始附則における「当分の間、○○とする」の規定例 

 

附 則 

21 当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者（法律第三十号附則第五項の規定に該当する者

を除く。）に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれ

ぞれ百分の八十七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるの

は、「前条並びに附則第二十一項」とする。  

22 当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者（法律第三十号附則第六項の規定

に該当する者を除く。）で第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額

は、同項又は第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。  

23 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者（法律第三十号附則第七項の規定に該当する

者を除く。）で第五条の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続

期間を三十五年として附則第二十一項の規定の例により計算して得られる額とする。  

 

 

（参考）「附則第○項…。附則に次の一項を加える。」（附則第○項の次項に追加しない

場合）の規定例 

※ 過去 10 年間（平成 19 年８月 1日～平成 29 年８月１日）を検索した結果、 

「附則第○項…。附則に次の一項を加える。」の規定例：法律２件、政令１件 

「附則第○項…、附則に次の一項を加える。」の規定例：０件 

なお、附則第○項の次項に追加する場合には、「附則第○項…、附則に次の一項を加える。」とする例

が 16 件ほど存在する。 

 

○学校教育法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第四十六号）（抄） 

（教育職員免許法の一部改正） 
第五条 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）の一部を次のように改正する。 

附則第十七項中「第四項」を「第五項」に改める。 

 附則に次の一項を加える。 

 20 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二
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項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭（養

護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。）、指導教諭、教諭又は講師となること

ができる。 
 
○独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（平成二十七年政

令第百二十七号）（抄）   

（高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正） 
第十二条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令（昭和五十一年政令第二百五十二号）の一部

を次のように改正する。 
  附則第二項第一号中「 、独立行政法人緑資源機構」を削る。 
  附則に次の一項を加える。 
 ８ 法第三十条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人森林総合研究所が行う独立行政法人森林

総合研究所法（平成十一年法律第百九十八号）附則第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項及

び第十一条第一項に規定する業務が終了するまでの間、本則及び前項に掲げるもののほか、独立行

政法人森林総合研究所とする。 
 
○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十四年法律第六十七号）

（抄） 

（教育職員免許法の一部改正） 
第十三条 教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）の一部を次のように改正する。 

附則第十五項中「幼稚園」の下に「及び幼保連携型認定こども園」を加える。 
  附則に次の一項を加える。 
 19 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録を

している者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有

するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合に

おける学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して五年を経過する

までの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める

職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年

数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを

必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。この場合において、同

条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、第六条第四項中「得た日」とあるのは「得た

日又は附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で

定める最低単位数を修得した日」と、第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは附則

第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低

単位数を修得した日」とする。 

 

 

（参考）「第○項（第□号に係る部分に限る。）の規定」の規定例 

 

〇国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）（抄） 

第四十条 

12 組合は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成三年法

律第七十六号）第二条第一号の規定による育児休業若しくは同法第二十三条第二項の育児休業に関

する制度に準ずる措置若しくは同法第二十四条第一項（第二号に係る部分に限る。）の規定により

同項第二号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業、国会職員の育児休業
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等に関する法律（平成三年法律第百八号）第三条第一項の規定による育児休業、国家公務員の育児

休業等に関する法律（平成三年法律第百九号）第三条第一項（同法第二十七条第一項及び裁判所職

員臨時措置法（昭和二十六年法律第二百九十九号）（第七号に係る部分に限る。）において準用す

る場合を含む。）の規定による育児休業又は裁判官の育児休業に関する法律（平成三年法律第百十

一号）第二条第一項の規定による育児休業（以下「育児休業等」という。）を終了した組合員が、

当該育児休業等を終了した日（以下この項及び次項において「育児休業等終了日」という。）にお

いて当該育児休業等に係る三歳に満たない子を養育する場合において、組合に申出をしたときは、

育児休業等終了日の翌日が属する月以後三月間（育児休業等終了日の翌日において継続して組合員

であつた期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となつた日数が十七日未満である月があると

きは、その月を除く。）に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、

標準報酬を改定するものとする。ただし、育児休業等終了日の翌日に第十四項に規定する産前産後

休業を開始している組合員は、この限りでない。 

 

〇法人税法（昭和四十年法律第三十四号）（抄） 

第二十三条の二   

２   

二 内国法人が外国子会社から受ける剰余金の配当等の額（次条第一項（第五号に係る部分に限

る。）の規定により、その内国法人が受ける剰余金の配当等の額とみなされる金額に限る。以下

この号において同じ。）の元本である株式又は出資で、その剰余金の配当等の額の生ずる基因と

なる同項第五号に掲げる事由が生ずることが予定されているものの取得（適格合併又は適格分割

型分割による引継ぎを含む。）をした場合におけるその取得をした株式又は出資に係る剰余金の

配当等の額（その予定されていた事由に基因するものとして政令で定めるものに限る。） 

 

※退手法一部改正法附則における「第○項（第○号に係る部分に限る。）の規定」の規定

例 
 
○雇用保険法等の一部を改正する法律（平成二八年法律第一七号）附則 抄 
（国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置） 

第十七条  
３ 新退職手当法第十条第十一項において準用する同条第十項（第四号に係る部分に限る。）の規定は、

退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業

に就いたものに対する国家公務員退職手当法第十条第十項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退

職手当の支給については、なお従前の例による。 
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１ 規定の概要 

昭和 48 年改正法附則第５項から第７項までの規定は、昭和 47 年 12 月１日に在職する

職員のうち、同日以後に退職をした者に対して、退手法附則第 21 項と同率の調整率

（87/100）を乗じて支給水準の調整を行う規定である。 

 

附則第５項：勤続 35 年以下の退職者に適用 

附則第６項：勤続 36 年以上 42 年以下で退手法第３条第１項に該当する退職者に適用 

附則第７項：勤続 36 年以上で退手法第５条に該当する退職者に適用 

 

（注１）退手法附則第 21 項～23 項は、昭和 47 年 12 月 2 日以降に採用された職員が退職する場合に

適用される調整率規定。 

 

 （注２）平成３年改正法において、昭和 48 年改正法附則とは別に本体の法律の原始附則に規定を設

けている。これは、昭和 47 年 12 月２日以降に職員となった者が、平成４年 11 月 1 日以降に

勤続 20 年以上となることに鑑み、昭和 48 年改正法の調整措置の適用対象外であるこれらの者

に対して措置を講ずる必要があったためである。 

     その際、昭和 48 年改正法附則との一本化を行っていない。この理由は、調整率規定の一本

化を行うと、昭和 48 年改正法附則第５項から第７項までを削除することに伴い改正を要する

他法令が多数生じ、それぞれの条項の適用者を逐次調査する必要があり、各府省等の業務負担

が膨大であったこと等によるものである。 

 

（注３）昭和 48 年改正法附則第５項から第７項を引用している法律 

    ○国家公務員等退職手当法一部改正法関係 

    （昭和 48 年法律第 30 号、昭和 56 年法律第 91 号、昭和 60 年法律第 4 号、平成 4 年法律第

28 号、平成 15 年法律第 62 号、平成 17 年法律第 115 号） 

    ○他法関係 

     ・農用地整備公団法（昭和 49 年法律第 43 号） 

     ・中小企業退職金共済法の一部を改正する法律（昭和 56 年法律第 38 号） 

     ・日本国有鉄道改革法等施行法（昭和 61 年法律第 93 号） 

     ・行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号） 

     ・競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号） 

    ○その他政令においても改正条項多数あり。 

 

 

２ 改正の概要 

昭和 48 年改正法附則第５項（勤続 35 年以下）、第６項（勤続 36 年以上 42 年以下で

退手法第３条第１項に該当する退職者に適用）及び附則第７項（勤続 36 年以上で退手法

第５条に該当する退職者に適用）の適用者について、現時点においては、以下のとおり、

適用対象となる職員が存在し得る。 

 

国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和 48 年法律第 30 号）の改正 

（第２条関係） 
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 ①勤続期間について 

  昭和 47 年 12 月 1 日に在職する職員が附則第５項～第７項の適用者であるが、昭和 47

年（1972 年）4 月 1 日に採用された職員の勤続期間は、平成 30 年（2018 年）1 月 1 日現

在で最大で 45 年となる。 

  しかし、公務員としての在職期間中に公務に従事しない期間（休職・休業等期間）が

ある場合、勤続期間から当該期間を除算することとしており、以下の事由（注３）により、

勤続期間の計算において 10 年以上除算される可能性があり、附則第５項（勤続 35 年以

下）の適用者がいることも否定できない。 

 

（注３）休職・休業等取得について 

   ＜勤続期間を２分の１除算する休職・休業＞ 

・病気休職（国家公務員法第 79 条第１項）…最長３年 

     ※病気休職は同一理由で復職後再度長期に勤務できない場合、降任、免職事由となる。 

・育児休業（育児休業法第３条第１項）…最長３年 

     ※子が１歳未満の間は３分の１除算 

＜勤続期間を１分の１除算する休職・休業＞ 

・組合への在籍専従（国家公務員法第 108 条の６第３項、同法附則第 18 条）…最長７年 

・自己啓発休業（自己啓発休業法第３条）…最長３年 

・配偶者同行休業（配偶者同行休業法第３条）…最長３年 

 

②定年年齢について昭和 47 年 4 月 1 日に採用され（昭和 47 年 12 月 1 日に在職）、昭和

48 年 1 月 1 日に 16 歳であった者は、平成 30 年 1 月 1 日に 61 歳であるところ、国家公

務員の定年年齢は一般職員のうち、庁舎の監視等を行う労務職員の場合 63 歳であるなど、

定年に達して退職しているとは限らない。 

 

（注４）特殊な定年年齢の例 

（６３歳）・守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する者 

・用務員、労務作業員等の庁務、労務に従事する者 

・研究所、試験所等の副所長 

・在外公館の職員 

・宮内庁の職員のうち式部官など 

（６５歳）・研究所、試験所等の長 

・病院、刑務所、検疫所などの医師 

（定年なし）・大使 

 

③昭和 47 年 12 月 1 日に地方公務員として在職する者も含むこと 

昭和 47 年 12 月 1 日に地方公務員であった者で、地方公務員として在職した後引き続

いて国の職員となったものも含むことから、現時点で、各省庁に照会して国家公務員に

附則第５項～第７項の適用者がいなかったとしても、将来的に附則第５項～第７項の適

用者があらわれる可能性がある。 

 

（注５）職員期間に通算される引き続いた地方公務員の在職期間の計算については、法第７条第５項

の規定により、法第７条第１項から第４項までの規定が準用されることとなる。そのため、地方

公務員の間に現実に職務をとることを要しない期間があった場合には、その期間は半減（２分の
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１除算）される。 

 

○退手法７条第１項～第５項 

（勤続期間の計算）  

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。  

２ 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月ま

での月数による。  

３ 職員が退職した場合（第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。）において、そ

の者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算に

ついては、引き続いて在職したものとみなす。  

４ 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に

相当する月数（国家公務員法第百八条の六第一項ただし書若しくは行政執行法人の労働関係に関

する法律（昭和二十三年法律第二百五十七号）第七条第一項ただし書に規定する事由又はこれら

に準ずる事由により現実に職務をとることを要しなかつた期間については、その月数）を前三項

の規定により計算した在職期間から除算する。  

５ 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、地方公務員が機構の改廃、施設の移

譲その他の事由によつて引き続いて職員となつたときにおけるその者の地方公務員としての引き

続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の地方公務員としての引き続いた

在職期間の計算については、前各項の規定を準用するほか、政令でこれを定める。  

 

 以上のことから、昭和 48 年改正法附則第５～７項の適用者に、改定後の調整率を適用

させる必要があり、昭和 48 年改正法附則第５項において「87/100」を「83.7/100」に改

めることとする。 

 

（注６）附則第６項（勤続 36 年以上 42 年以下で退手法第３条第１項に該当する退職者に適用）、 

附則第７項（勤続 36 年以上で退手法第５条に該当する退職者に適用） 

においては、附則第５項に定める割合（83.7/100）を乗じて計算することとされており、 

    改正の必要はない。 
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（参考）退手法附則、昭和 48 年改正法附則及び平成 15 年改正法附則と適用者の関係一覧 

 

 

（参考）平成 15 年改正法附則第４項を改正しない理由（別紙２参照） 

 

平成 15 年改正法附則第４項は、法第３条第１項適用者（自己都合などによる退職）の支給率

の上限を定めたもの。 

この規定は、平成 15 年改正法で調整率を 110/100 から 104/100 に改定し、勤続 20 年以上の

退職者（定年や勧奨退職など）の支給率が下がることから、勤続 45 年の自己都合退職者の支給

率が、定年退職者の最高支給率を上回らないように措置した規定である。 

 （法第３条第１項による支給率について、勤続 45 年以降は勤続 35 年の定年退職の支給率と同

率とした（上限の設定）。） 

 

その後、平成 24 年改正法による改正前までは、勤続 20 年以上（自己都合を除く。）の退職

者を調整率 104/100 の対象としていたが、平成 24 年改正法で、調整率を 104/100 から 87/100

に改定し、調整率が 100/100 を下回ったため、勤続年数や退職理由にかかわらず、全退職者を

対象として退職手当（基本額）に調整率を掛けることとした。 

 

   定年・勧奨退職者：104/100 ⇒ 87/100 （▲7ポイント） 

    自己都合退職者：100/100 ⇒ 87/100 （▲3ポイント） 

 

  そのため、平成 24 年改正法においては、定年・勧奨退職者が自己都合退職者よりも引下げ幅

が大きくなり、改正後の３条適用者の支給率が勤続 43 年で 49.677 となり、勤続 43 年の５条適

用者の支給率 49.59 を超えてしまうことから、法第３条第１項による支給率は、勤続 43 年以降

は勤続 35 年の定年退職の支給率と同率とした（上限の設定）。 

        

※24 年法改正時の考え方 

 

退手法適用 

条文 
 

勤続年数 

３条 

（自己都合、公務外傷病、 

勤続 10 年以下定年退職等） 

４条 

（勤続 11 年以

上 25 年未満

定年退職等） 

５条 

（勤続 25 年以上 

定年退職等） 

勤続 35 年以下 【S47.12.1 在職】    昭和 48 年改正法附則第５項 

【S47.12.2 以降採用】 退手法附則第 21 項 

勤続 36 年以上

42 年以下 

【S47.12.1 在職】     昭和 48 年改正法 

        附則第６項 

【S47.12.2 以降採用】 退手法附則第 22 項 

 

 

【S47.12.1 在職】 

昭和 48 年改正法 

附則第７項 

【S47.12.2 以降採用】 

 退手法附則第 23 項 

 

※ 支給率の上限の設定 

（勤続 36 年以上の支給率は

勤続 35 年の定年退職の支

給率と同率） 

勤続 43 年以上 【全ての者】  

平成 15 年改正法附則４項 

 

※平成 15 年改正法による調整率の引下げに伴い、

勤続 43 年以上の自己都合退職の支給率が勤続

35 年の定年退職の支給率を上まわることのない

よう支給率の上限の設定（勤続 43 年以上の支給

率は勤続 35 年の定年退職の支給率と同率） 

  

 

39









通
算

・
除

算
の

扱
い

勤
続

期
間

の
計

算
に
お
け
る
通

算
規

定
基

礎
在

職
期

間
の

対
象

と
す
る
規

定

通
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
５
項

退
職

手
当

法
第

５
条

の
２
第

２
項

第
２
号

通
算

退
職

手
当

法
第

７
条

の
２
第

１
項

退
職

手
当

法
第

５
条

の
２
第

２
項

第
３
号

通
算

退
職

手
当

法
第

８
条

第
１
項

退
職

手
当

法
第

５
条

の
２
第

２
項

第
５
号

通
算

個
別

の
特

例
法

（
退

職
手

当
法

第
７
条

の
２
第

１
項

の
公

庫
等

職
員

と
み

な
す
旨

が
規

定
さ
れ

て
い
る
）

退
職

手
当

法
第

５
条

の
２
第

２
項

第
３
号

（
公

庫
等

職
員

と
み

な
さ
れ

る
た
め
）

通
算

・
除

算
の

扱
い

勤
続

期
間

の
計

算
に
お
け
る
除

算
規

定
基

礎
在

職
期

間
の

属
す
る
各

月
か

ら
の

除
算

規
定

通
算

通
算

通
算

通
算

通
算

通
算

通
算

通
算

通
算

公
務
上
の
傷
病
に
よ
る
も
の

通
算

通
勤
上
の
傷
病
に
よ
る
も
の

通
算

公
務
外
の
傷
病
に
よ
る
も
の

（
通

勤
上

の
傷

病
に

よ
る
も
の
を
除
く
）

２
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

（
退

手
法

の
原

則
規

定
）

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

退
職

出
向

先

派
遣

・
休

職
等

※
通
算
の
場
合
、
休
職
月
等
に
該
当
し
な
い
根
拠
規
定
を
掲
載

国
際

機
関

等
に
派

遣
さ
れ

る
一

般
職

の
国
家

公
務

員
の

処
遇

等
に
関

す
る
法

律
第

９
条

第
２
項

国
と
民

間
企

業
と
の

間
の

人
事

交
流

に
関
す
る
法

律
第

1
7
条

第
２
項

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
1
8
条

第
３
項

第
６
号

退
職

手
当

法
第

６
条

の
４
第

１
項

（
現

実
に
職

務
を
と
る
こ
と
を
要

し
な
い
期

間
に
該

当
す
る
休

職
か

ら
除

か
れ

て
い
る
）

同
上

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
3
8
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

災
害

対
策

基
本

法
施

行
令

第
1
8
条

第
３
項
第

６
号

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
第
1
1
条
第
２
項

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
2
4
条
第
２
項

大
規

模
災

害
か

ら
の

復
興

に
関

す
る
法

律
施

行
令

第
4
2
条

第
３
項

第
６
号

〇
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
続
期
間
等
に
基
づ
き
算
定
し
、
退
職
す
る
際
に
支
給
す
る
。

〇
任
命
権
者
の
要
請
に
よ
り
、
国
の
事
務
・
事
業
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
法
人
に
退
職
し
て
出
向
す
る
場
合
は
、
当
該
退
職
時
は
退
職
手
当
を
支
給
せ
ず
、
ま
た
、
当
該
出
向
期
間
は
勤
続
期
間
に
通
算
す
る
。

〇
ま
た
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
在
職
期
間
中
に
公
務
に
従
事
し
な
い
期
間
（
休
職
・
休
業
等
期
間
）
が
あ
る
場
合
、
勤
続
期
間
か
ら
当
該
期
間
を
除
算
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
除
算
の
有
無
及
び
除
算
割
合
に
つ
い
て
は
、

当
該
休
職
・
休
業
等
の
公
務
へ
の
貢
献
性
や
、
公
務
に
従
事
し
な
い
こ
と
が
任
命
権
者
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
等
に
よ
っ
て
異
な
る
。

退
職

手
当

の
計
算
に
お
け
る
退
職
出
向
・
派
遣
・
休
職
・
休
業
等
期
間

の
扱
い
(主

な
も
の
)

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
派
遣

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
1
9
条
第
２
項

国
際

機
関

等
に
派

遣
さ
れ

る
防

衛
省

の
職
員

の
処

遇
等

に
関

す
る
法

律
第

1
0
条

第
２
項

独
立
行
政
法
人
等
役
員
と
な
る
退
職
出
向

防
衛
省
職
員
の
国
際
機
関
派
遣

公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組

織
委
員
会
へ
の
派
遣

公
益
財
団
法
人
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
千
十
九
組
織
委
員
会

へ
の
派
遣

病
気
休
職

退職出向派遣

地
方
公
務
員
と
な
る
退
職
出
向

公
庫
等
職
員
と
な
る
退
職
出
向

個
別
の
特
例
法
に
よ
り
通
算
が
認
め
ら
れ
る
法
人
の
職
員

（
Ｐ
Ｆ
Ｉ法

に

基
づ
く
国

派
遣

職
員

な
ど
）と

な
る
退
職
出
向

民
間
企
業
へ
の
交
流
派
遣

一
般
職
職
員
の
国
際
機
関
へ
の
派
遣

法
科
大
学
院
へ
の
派
遣

災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
く
派
遣

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
派
遣

43



通
算

公
務

の
能

率
的

な
運

営
に
特

に
資

す
る
も
の

と
し
て
政

令
で
定

め
る
要

件
を
満

た
す
も
の

通
算

公
務

の
能

率
的

な
運

営
に
特

に
資

す
る
も
の

と
し
て
政

令
で
定

め
る
要

件
を
満

た
さ
な
い
も
の

２
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

（
退

手
法

の
原

則
規

定
）

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

政
令

で
定

め
る
要

件
を
満

た
す
も
の

通
算

満
た
さ
な
い
も
の

２
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

（
退

手
法

の
原

則
規

定
）

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

政
令

で
定

め
る
要

件
を
満

た
す
も
の

通
算

満
た
さ
な
い
も
の

２
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

（
退

手
法

の
原

則
規

定
）

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

２
分
の
１
除
算

同
上

同
上

２
分
の
１
除
算

同
上

同
上

２
分
の
１
除
算

同
上

同
上

２
分
の
１
除
算

同
上

同
上

２
分
の
１
除
算

同
上

同
上

子
が
１
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で

３
分
の
１
除
算

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

1
0
条

第
１
項

及
び

第
２
項

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

1
0
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
２
号

子
が
１
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
の
後

２
分
の
１
除
算

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

1
0
条

第
１
項

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

1
0
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
こ

と
そ
の

他
の

内
閣

総
理

大
臣

が
定

め
る
要

件
を
満

た
す
も
の

２
分
の
１
除
算

国
家

公
務

員
の

自
己

啓
発

等
休

業
に
関

す
る
法

律
第

８
条

第
１
項

及
び
第

２
項

国
家

公
務

員
の

自
己

啓
発

等
休

業
に
関

す
る
法

律
第

８
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

公
務
の
能
率
的
な
運
営
に
特
に
資
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
こ

と
そ
の

他
の

内
閣

総
理

大
臣

が
定

め
る
要

件
を
満

た
さ
な
い

も
の

１
分
の
１
除
算

同
上

国
家

公
務

員
の

自
己

啓
発

等
休

業
に
関

す
る
法

律
第

８
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
１
号

１
分
の
１
除
算

国
家

公
務

員
の

配
偶

者
同

行
休

業
に
関

す
る
法

律
第

９
条

第
１
項

及
び
第

２
項

国
家

公
務

員
の

配
偶

者
同

行
休

業
に
関

す
る
法

律
第

９
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
１
号

３
分
の
１
除
算

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

2
0
条

第
１
項

及
び

第
２
項

国
家

公
務

員
の

育
児

休
業

等
に
関

す
る
法

律
第

2
0
条

第
１
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
２
号

通
算

休暇
通

算

通
算

２
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

（
退

手
法

の
原

則
規

定
）

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
３
号

１
分
の
１
除
算

退
職

手
当

法
第

７
条

第
４
項

退
職

手
当

法
施

行
令

第
６
条

第
３
項

第
１
号

※
勤
続
期
間

の
計

算
は

月
単

位
で
あ
り
、
休

職
・
休

業
期

間
が

あ
る
月

で
あ
っ
て
も
、
当

該
月

の
う
ち
に
職

務
を
と
る
こ
と
を
要

す
る
日

が
１
日

以
上

あ
れ

ば
、
当

該
月

は
除

算
の

対
象

に
は

な
ら
な
い
。

その他

弁
護
士
職
務
経
験
制
度

災
害
に
よ
る
行
方
不
明
休
職

（
現

実
に
職

務
に
従

事
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
期

間
で
は

な
い
た
め
、
当

然
に
休

職
月

等
に
該

当
し
な
い
）

判
事

補
及

び
検

事
の

弁
護

士
職

務
経

験
に
関

す
る
法

律
第

1
1
条

第
２
項

研
究

開
発

シ
ス
テ
ム
の

改
革

の
推

進
等

に
よ
る
研

究
開

発
能

力
の

強
化

及
び
研

究
開

発
等

の
効

率
的

推
進

等
に
関

す
る
法

律
第

1
7
条

第
１
項

教
育

公
務

員
特

例
法

第
3
4
条

第
１
項

（
現

実
に
職

務
に
従

事
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
期

間
で
は

な
い
（
国

家
公

務
員

退
職

手
当

法
の

運
用

方
針

第
６
条

の
４
関

係
第

２
号

ロ
で
明

確
化

）
た
め
、
当

然
に
休

職
月

等
に
該

当
し
な
い
）

休職

い
わ

ゆ
る
研

究
公

務
員
の
共
同
研
究
休
職

い
わ

ゆ
る
研

究
施

設
研
究
教
育
職
員
の
共

同
研
究
休
職

上
記
以
外
の
共
同
研
究
休
職

同
上

設
立
援
助
休
職
（
政
令
で
定
め
る
法
人
）

退
職

手
当

法
第

６
条

の
４
第

１
項

（
現

実
に
職

務
を
と
る
こ
と
を
要

し
な
い
期

間
に
該

当
す
る
休

職
か

ら
除

か
れ

て
い
る
）

役
員
兼
業
休
職

育
児
休
業

自
己
啓
発
等
休
業

配
偶
者
同
行
休
業

年
次
休
暇
・
病

気
休
暇
・
特
別
休
暇
・
介
護
休
暇

停
職
（
懲

戒
処
分
）

い
わ

ゆ
る
専

従

起
訴
休
職

過
員
休
職

研
究
休
職

休業

短時間

勤務等

育
児
短
時
間
勤
務

育
児
時
間

44



 
 

 

 

 

 

○ 改正の概要 

  平成 17 年改正法附則第３条以下の規定の整備をしたことにより、「新法」の記述がな

くなったことから、当該略称規定「（以下「新法」という。）」を附則第２条から削除

した。また、「特定独立行政法人以外の独立行政法人」の前に、「同項に規定する」を

追加し、規定を明確化した。 

 

 

 

 

 

１ 規定の概要 

平成 17 年改正法附則第３条第１項の規定は、調整額制度の導入や支給率カーブのフ

ラット化等を行った同法の規定に基づき計算した退職手当の額が、改正前日までの勤続

期間及び改正前日における俸給月額により改正前の退手法の規定に基づき計算した額を

下回る場合には、当該改正前の額を支給することとした、いわゆる「従前額保障」のた

めの規定である。 

  この規定の趣旨は、 

 ①これまでの退職手当制度を前提に勤務してきた職員の期待権を一定の範囲で保護す

るとともに、 

  ②一般に民間企業でも退職金制度の見直しに際しては過去の勤続分への期待権を保護

している（民間では退職金は給与の後払い的性格が濃厚） 

 ことを踏まえ、附則で経過的に措置したものである。 

  一方で、国家公務員の退職手当については、平成 17 年以前から、官民均衡を図る観点

から、おおむね５～６年ごとに民間企業の支給水準を調査し、これに合わせ必要に応じ

て調整してきたところ、平成 17 年改正法による改正時においても、官民均衡による水準

調整を図るために設けられた「調整率」規定を排除せずに、むしろこれを前提として、

現行の調整率を改正前後の退職手当額の両方に適用した上で比較し、多い方の額を支給

するよう規定している。 

 

（参考）平成 17 年改正法附則第３条第１項の計算例 

新制度切替日の前日（平成 18 年３月 31 日）時点で職員であった者が、切替日以後に定年退職し

た場合 

※新制度切替日＝平成 18 年４月１日  

 

Ａ：平成 17 年改正法による改正前の退職手当の額 

（勤続 20 年以上の退職者の場合） 

＝平成 18 年３月 31 日における俸給月額×支給率×旧調整率（104/100）×(87/104) 

（勤続 19 年以下の退職者の場合） 

＝平成 18 年３月 31 日における俸給月額×支給率×(87/100) 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 115 号）の改正（第３条

関係） 

附則第３条第１項について 

附則第２条について 
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Ｂ：平成 17 年改正法による改正後の退職手当の額 

＝定年退職時における俸給月額×支給率×調整率（87/100）＋調整額 

 

Ａ＞Ｂの場合に、Ａの退職手当が支給される。 

 

２ 改正の概要 

平成 17 年改正法附則第３条第１項の対象となる職員は、勤続期間の関係上、現段階に

おいては、最新の国家公務員退職手当実態調査（平成 27 年度退職者）において同項の適

用者が３人存在していることから、このような適用者に対して改定後の調整率を適用さ

せる必要があり、平成 17 年改正法附則第３条第１項において「87/100」を「83.7/100」

に、「87/104」を「83.7/104」にそれぞれ改めることとする。 

 

※今年度以降の平成 17 年改正法附則第３条第１項の適用者の有無については、退職時に改正前の

退手法に基づく退職手当と新法に基づく退職手当の額を算定して比較することにより適用の可否

が決定されるため、事前に適用の有無を把握することは困難。 

 

※平成 17 年改正法附則が適用されうる例 

・新制度切替日前日時点で既にその級の最高号俸（又は最高号俸付近）に達しており、退職時まで

そのまま昇給することなく、給与構造改革（給与カーブのフラット化）や官民比較による給与支

給水準見直しの影響の結果、結果的に新制度切替日前日時点よりも俸給月額が低くなった場合 

・降任により、退職時に新制度切替日前日時点の俸給月額よりも俸給月額が低くなった場合 

・平成 17 年改正法における支給率カーブのフラット化により勤続 30 年を超える部分の支給率につ

いては新制度切替日前日時点の方が高くなっていることから（1 年につき「150/100」から

「105/100」に改正）、新制度切替日前日において既に 30 年を超えて勤続していた場合 

 

 

３ 平成 17 年改正法による改正前の規定により計算した額に、83.7/100 あるいは

83.7/104 と異なる割合を乗ずる理由について 

 

＜平成 24 年改正法時の整理＞ 

 平成 17 年改正法による改正時は、調整率が 104/100 で調整率の分子が 100 以上であっ

たため、調整率の適用者は勤続 20 年以上の退職者（（注１）を除く。）に限られていた。 

  

（注１）勤続 20 年以上 42 年以下だった者で自己都合により退職したもの及び勤続 37 年以上 42 年

以下だった者で公務外傷病（通勤による傷病を除く。）により退職したもの 

 

したがって、平成 24 年改正法後は、調整率の分子が 100 以下となったことを踏まえ、

勤続年数・退職理由に関わらず、退職者には調整率を一律に適用する取扱いとした。 

 

  このため、平成 17 年改正法による改正前の退職手当額を算定する場合において、調整

率（104/100）の対象となる者には、調整率の逆数（100/104）を乗じた上で、今般の新

調整率（83.7/100）を乗ずる必要がある。 
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俸給月額×支給率×調整率（104/100）× 100/104 × 83.7/100 

俸給月額×支給率×調整率（104/100）× 83.7/104 

 

一方、調整率（104/100）の対象となっていなかった者（勤続 19 年以下の退職者、勤

続 20 年以上 42 年以下だった者で自己都合により退職したもの及び勤続 37 年以上 42 年

以下だった者で公務外傷病（通勤による傷病を除く。）により退職したもの）には、今

般の新調整率（83.7/100）のみを乗ずることとするためである。 

 

   俸給月額×支給率× 83.7/100 

 

 

４ 本則で平成 17 年改正法の一部改正を行うことについて 

  平成 24 年改正法における平成 17 年改正法の一部改正は、従前額保障を行う平成 17 年

改正法附則第３条第１項について、比較対象とする改正前の退職手当額の算定の際に、

調整率の適用対象外であった者についても調整率を乗じて所要の割り落としをする措置

を講ずる政策判断を行い、本則第３条で改正を行っている。今回も同様の考え方により

改正前の退職手当額の算定時に調整率を乗じて割り落としの措置を講ずるものであり、

本則により改正を行うこととする。 

 

 

５ 平成 17 年改正法附則第３条第１項において附則第 26 項を明記する理由について 

平成 17 年改正法附則第３条第１項において、退手法第６条の４第４項第５号の規定を

引用しており、退手法第６条の４第４項第５号の規定により、退職手当の額を計算する

こととされている。 

今回の改正により、退手法原始附則第 26 項で、退手法第６条の４第４項第５号の規定

について、「8/100」を「8.3/100」と読み替える規定を置くこととしているため、退手

法第６条の４第４項第５号と同様に、退職手当の額の計算において疑義が生じないよう、

附則第 26 項についても明記する必要がある（附則第 26 項による読替え後のものである

ことを明確化する）。 

 

※ 現行の平成 17 年改正法附則第３条第１項においても、既に読替規定である退手法第５条の３及

び平成 17 年改正法附則第６条について明記しているところ。 

 

 

６ 適用者のいない規定に関する文言の削除について 

  平成 17 年改正法附則第３条第１項において、 

・国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律（昭和 34 年法律第 164 号）

附則第３項 

・昭和 48 年改正法附則第８項 

・特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 146

号）附則第４項 

に関して規定されているが、いずれも既に適用者のいない規定であるため、今回、これ

らの文言を削除することとする（64 頁参照）。 
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3
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○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
（
抄
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
新
制
度
切
替
日
以

第
三
条

職
員
が
新
制
度
適
用
職
員
（
職
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
新
制
度
切
替
日
以

後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
新
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

後
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
新
法
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
し
て
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が

新
制
度
切
替
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

新
制
度
切
替
日
の
前
日
に
現
に
退
職
し
た
理
由
と
同
一
の
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
も

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
俸
給
月
額

の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
者
の
同
日
ま
で
の
勤
続
期
間
及
び
同
日
に
お
け
る
俸
給
月
額

を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
以
下
「

を
基
礎
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
以
下
「

旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十

旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十

三
項
ま
で
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定

三
項
ま
で
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
暫
定

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ

措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
四
号
。
以
下
こ

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
六
十
四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
、
附

の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
六
十
四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
三
項
、
附

則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す

則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法

る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法

律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
附
則
第
十
条
の
規
定

律
第
三
十
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
附
則
第
十
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
六
十
二
号
」

五
年
法
律
第
六
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
法
律
第
六
十
二
号
」

と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職

と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
別
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
四
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
四
十

百
四
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
附
則
第
六
条
に
お
い
て
「
法
律
第
百
四
十

51
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六
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
当
該
勤
続
期
間
が

六
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
が
、
新

四
十
三
年
又
は
四
十
四
年
の
者
で
あ
っ
て
、
傷
病
若
し
く
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の

法
第
二
条
の
四
か
ら
第
六
条
の
五
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま

者
の
都
合
に
よ
り
又
は
公
務
に
よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は

で
、
附
則
第
五
条
、
附
則
第
六
条
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第

、
そ
の
者
が
旧
法
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
も
の
と
み
な
し
、
か
つ

百
六
十
四
号
附
則
第
三
項
、
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第
三
十
号

、
そ
の
者
の
当
該
勤
続
期
間
を
三
十
五
年
と
し
て
旧
法
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
の

附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第
六

例
に
よ
り
計
算
し
て
得
ら
れ
る
額
）
に
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十
七
（
当
該
勤
続
期
間

十
二
号
附
則
第
四
項
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第
百
四

が
二
十
年
以
上
の
者
（
四
十
二
年
以
下
の
者
で
傷
病
又
は
死
亡
に
よ
ら
ず
に
そ
の
者

十
六
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
（
以
下
「
新
法
等
退

の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
及
び
三
十
七
年
以
上
四
十
二
年
以
下
の
者
で
公
務
に

職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

よ
ら
な
い
傷
病
に
よ
り
退
職
し
た
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
百
四
分
の
八
十

そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の

七
）
を
乗
じ
て
得
た
額
が
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
二
条
の
四
か
ら
第
六
条
の

額
と
す
る
。

五
ま
で
及
び
附
則
第
二
十
一
項
か
ら
第
二
十
三
項
ま
で
、
附
則
第
五
条
、
附
則
第
六

条
、
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
律
第
百
六
十
四
号
附
則
第
三
項
、
法

律
第
三
十
号
附
則
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
、
法
律
第
六
十
二
号
附
則
第
四
項
並
び

に
法
律
第
百
四
十
六
号
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
退
職
手
当
の
額
（
以

下
「
新
法
等
退
職
手
当
額
」
と
い
う
。
）
よ
り
も
多
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
い
額
を
も
っ
て
そ
の
者
に
支
給
す
べ
き
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

る
退
職
手
当
の
額
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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○ 「新法」の文言を「国家公務員退職手当法」と修正する理由 

今般の改正に併せて、平成 17 年改正法附則中の今回改正を行う規定について、平成

17 年改正法後に改正が行われた退手法の規定については、「新法」の文言を「国家公務

員退職手当法」とする規定の整備を行う。 

 「新法」の文言は、平成 17 年改正直後（平成 17 年以降の退手法改正前）の規定を特

定しているかのようにも読めるため、条文の適用可否について紛れが生じ、円滑な支給

実務に支障が生じるおそれがある。そのため、今回の改正において、改正を行う平成 17

年改正法附則第３条、第５条及び第６条について、該当する規定の「新法」を「国家公

務員退職手当法」に改正することにする。 

 

 ※ 平成 24 年改正法においても同様に、平成 17 年改正法附則第３条第１項について、文言の整備を

行った（54・55 頁のとおり）。 

 

 

 

 

 

平成 17 年改正法附則第４条について、平成 17 年改正法施行時（平成 17 年４月１日）

以後、平成 21 年度までに退職した職員が適用の対象となっているところ、国家公務員退

職手当法は退職時点の規定を適用して支給することとなっており、退職手当の支払いの

差止め処分が行われている事案も存在しないことから、既に適用者は存在せず、実効性

は喪失している。 

  また、平成 17 年改正法附則第３条１項の規定の整備に伴い、国家公務員等退職手当暫

定措置法の一部を改正する法律（昭和 34 年法律第 164 号）の略称（「法律第 164 号」）

を同項から削除すること等となるが、附則第４条を存置した場合には、実効性がないに

もかかわらず、同条において、当該略称規定等の整備を行う必要がある。したがって、

同条を削除することとする。（65 頁参照） 

 

 

 

 

附則第３条、第５条、第６条について 

附則第４条について 
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１．今般の改正において、平成17年法律第115号附則第３条第１項に規定す

るいわゆる「従前額保障」についても新調整率（87/100）を適用させるべ

く必要な措置を講じることとしている。 
 

２．その１つとして、同項の後半部分に規定される「新法」の文言を改正し

ない場合には、この文言が平成 17 年改正後から今般の改正前までの法規

定（104/100）を特定して規定しているかのようにも読めるため、今般の

改正による「87/100」の適用可否について紛れが生じ、円滑な支給実務に

支障が生じるおそれがあることから、これ（「新法」）を「国家公務員退職

手当法」と修正することとした。 
 
※【平成17年法律第115号附則規定中の他の「新法」の文言について】（109-3資料①） 
平成17年法律第115号附則規定（第４条を除く。）において「新法」という文言を単

独で使用する箇所は16か所ある。このうち、平成24年改正を前後してその規定内容に
変更が生じるのは、従前額保障規定である附則第３条第１項の後半部分１か所（「新法
第二条の四から第六条の五まで及び附則第二十一項から第二十三項まで」）のみである。
その他の15か所については、 
○「新法第五条の二」（３か所）：附則第３条第２項第３号、附則第５条第１項及び第２項 
○「新法第六条の四」（２か所）：附則第６条第１項及び第２項 
○「新法第七条の二第一項」（４か所）：附則第３条第２項第６号から第９号まで 
○「新法第八条第一項」（４か所）：附則第３条第２項第６号から第９号まで 
○ 定義規定関係（２か所）：附則第２条、附則第３条冒頭 

であり、いずれも今般の改正後、平成 17 年改正後の規定内容と変わりないため、解釈 
に紛れが生じる余地はなく、よって、修正する必要はない。なお、こうした措置は、平 
成20年退職手当法改正（条ズレ事案）においても採られた（109-3資料②）。 

 
※【「旧法」「新法」及び「退職手当法」の３つが併用された用例】 
⇒ 昭和48年法律第30号附則第２項及び第５項 
② 改正後の国家公務員等退職手当法（以下「新法」という。）の規定（第七条の二の規定を除く。）
は、昭和四十七年十二月一日（以下「適用日」という。）以後の退職による退職手当について適
用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 

⑤ 適用日に在職する職員（適用日に改正前の国家公務員等退職手当法（以下「旧法」という。）
第七条の二第一項に規定する公庫等職員（他の法律の規定により、国家公務員等退職手当法第七
条の二の規定の適用について、同条第一項に規定する公庫等職員とみなされる者を含む。以下「指
定法人職員」という。）としては在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職
員となつた者又は適用日に地方公務員として在職する者で、指定法人職員又は地方公務員として
在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。）のうち、
適用日以後に国家公務員退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号。以下この項から附則第十
二項までにおいて「退職手当法」という。）第三条中傷病により退職した者に係る退職手当に関
する部分、退職手当法第四条若しくは第五条又は国家公務員等退職手当暫定措置法等の一部を改
正する法律（昭和三十二年法律第七十四号）附則第二項の規定に該当する退職をし、かつ、その
勤続期間が二十年以上三十五年以下（同項の規定に該当する退職をした者にあつては、二十五年
未満）である者に対する退職手当の基本額は、退職手当法第三条から第五条の三まで及び法律第
百六十四号附則第三項、附則第四項又は附則第六項の規定にかかわらず、当分の間、退職手当法
第三条から第五条の三まで及び法律第百六十四号附則第四項の規定により計算した額にそれぞ
れ百分の百四を乗じて得た額とする。  

問１０９－３．平成17年法律第115号附則第３条第１項について、一部の

「新法」との文言を「国家公務員退職手当法」と修正する等の理由如何。
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※【単に「国家公務員退職手当法」とした理由（法律番号を書かない理由）】 
国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成17年法律第115号）の冒頭におい 

て「国家公務員退職手当法（昭和28年法律第182号）の一部を次のように改正する。」 
とあるため、その附則第３条第１項内で法律番号を書かずに「国家公務員退職手当法」 
と規定するのみで足りる。 
 
※【「新○○法」を法律名に書き換えた直近の例】 
類似例として、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改 

正する法律（平成24年法律第63号）附則第102条による「地方公務員等共済組合法等 
の一部を改正する法律（昭和60年法律第108号）附則第33条」の一部改正がある（109-3 
資料③）。 

 

３．また、同部分（平成17年法律第115号附則第３条第１項後半部分）にお 

いて、昭和48年法律第30号附則第５項から第８項まで、平成15年法律第 

62号附則第４項及び平成16年法律第146号附則第４項に係る規定につい 

ても今般改正している（「附則第○条の規定による改正後の」の削除）が、 

これも上記「２．」と同趣旨であり、104/100でなく、新調整率（87/100） 

が適用されることを明確化したものである。 
 
※【「法律第三十号」、「法律第六十二号」及び「法律第百四十六号」の略称の射程範囲】 
附則第３条第１項前半部分において「附則第九条の規定による改正前の国家公務員等 

退職手当法の一部を改正する法律（昭和四十八年法律第三十号。以下この条及び次条に 
おいて「法律第三十号」という。）附則第五項から第八項まで」との規定が置かれてい 
る。この「法律第三十号」の略称が「附則第九条の規定による改正前の」を含んだ略称 
か否かについては、附則第３条第１項後半部分において、「附則第九条の規定による改 
正後の法律第三十号」とあることから（代入して読めばわかるとおり）、含まない（純 
粋に法律名のみの略称である）ことは明らかである。 
よって、今般の改正により、「附則第九条の規定による改正後の」を削除し、「法律第 

三十号」のみとしても、その略称が「附則第九条の規定による改正前の」を含んでいる 
とは解されない。 
なお、「法律第六十二号」及び「法律第百四十六号」についても同様である。 

 

４．これらの字句修正により、今般の改正法の施行後に職員が退職した場合 

の従前額保障規定の適用の可否判断における、当該職員の実際の退職まで 

の勤続期間を用いた退職手当の算定は、退職時点における国家公務員退職 

手当法、昭和48年法律第30号附則、平成15年法律第62号附則又は平成 

16年法律第146号附則の規定に拠ることが明確になるものである。 

 

５．なお、「附則第八条の規定による改正後の法律第百六十四号附則第三項」

との規定については、その規定内容を今般改正していない（そもそも昭和

34年法律第164号の適用者が現在存在しない）ため、改正しないこととし

た。 
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○ 規定の概要 

附則第６条第１項の表中「第一項」、「第二項」の項は、平成８年４月１日よりも前

から在職している職員について、調整額を算定する際の読替規定であり、まだ適用者が

存在するため、削除しないこととする。 

「第四項第六号ロ」の項は、平成８年４月１日よりも前から在職している職員であっ

て、平成８年４月１日以降その在職期間が全て特別職給与法第一条各号に掲げる特別職

の職員（常勤）としての在職期間となる者について、調整額を算定する際の読替規定で

ある。今回、平成８年４月１日以降引き続いて特別職の職員として在職している者が存

在するか、適用者の有無について調査したところ、適用者は存在しなかったため、今般

の改正において「第四項第六号ロ」の項は削除することとする。 

（58 頁参照） 

 

 

 

 

 

 

１ 規定の概要 

平成 17 年改正法による調整額（退手法第６条の４）の導入により規定された同条第４

項第５号ロにおいては、基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律（昭和 24

年法律第 252 号。以下「特別職給与法」という。）第１条各号（※）に掲げる特別職の職

員としての在職期間である者については、退手法第３条から第５条までの規定により計

算した退職手当の基本額の 8/100 に相当する額をこれらの者の退職手当の調整額として

いる。しかしながら、特別職給与法第１条各号に掲げられている特別職の職員は、審議

会の名称変更、改組、廃止等に伴い変動があるところである。 

 

※ 第 73 号に掲げる宮内庁職員（宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長を除く。）及び第 74

号に掲げる国会職員を除く。 

 

 

 このため、平成 17 年改正法の制定時には、その施行日（平成 18 年４月１日）時点の

特別職給与法第１条各号では規定されていない、過去に同条各号に規定されていた特別

職の職員（常勤）について、基礎在職期間に含まれることから、平成 17 年改正法附則第

６条第２項第１号～第７号で列挙している。 

 
※ これらの職員の種類については、退手法第６条の４第１項及び平成 17 年改正法附則第６条第１

項において、基礎在職期間の対象を施行日の 10 年前である平成８年４月１日以降の期間としてい

ることに鑑み、平成８年４月１日までに特別職給与法第１条各号に存在しており、かつ、施行日

（平成 18 年４月１日）に同条各号に規定されていない職員の種類を列挙している。 

なお、基礎在職期間の対象を平成８年４月１日以降の期間としているのは、①調整区分を平成 17

年改正法の施行前の在職期間の全てについて過去に遡って設定することは事実上困難であること、

②退職時から相当期間遡った時期に職務・職責の度が高い時期が来ていることは考えにくいこと、

附則第６条第２項について 

附則第６条第１項について 
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などの理由による。 

 

※ 宮内庁法の一部を改正する法律（平成 13 年法律第 32 号）による改正前の特別職給与法第１条第

15 号に掲げられていた皇太后宮大夫については、既に施行日までに適用者がいないため、列挙され

ていない。 

 

※ 今般、各府省に調査したところ、平成 17 年改正法附則第６条第２項第１号～第７号の適用者は

いないことが判明。 

 

平成 17 年改正法附則第６条第２項第８号では、「前各号に掲げる職員に類する者とし

て政令で定める職員」と規定されており、これは、平成 17 年改正法の施行日後、特別職

給与法第１条各号の改正で職員の名称変更や改組があった際に、変更となった官職を第

８号に基づく政令で追記していくことを想定していたものである。平成 17 年法改正に伴

い、経過措置政令が整備されたところであるが、現在、同号に基づく規定は定められて

いない。 
 

（参考）退手法第６条の４第４項第５号 

五 次のいずれかに該当する者 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八に相当す

る額 

 イ 退職日俸給月額が一般職の職員の給与に関する法律 の指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超える者その

他これに類する者として政令で定めるもの 

 ロ その者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律 （昭和二十四年法律第二百五十二号）第一条

各号（第七十三号及び第七十四号を除く。）に掲げる特別職の職員としての在職期間である者 

 

（参考）平成 17 年改正法附則第６条第１項による読替後の退手法第６条の４第４項第５号 

五 次のいずれかに該当する者 第三条から前条までの規定により計算した退職手当の基本額の百分の八・三に相

当する額 

イ （略） 

ロ 平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間が全て特別職の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律

第二百五十二号）第一条各号（第七十三号及び第七十四号を除く。）に掲げる特別職の職員としての在職期間で

ある者 

 

 

 ＜平成 17 年改正法附則第６条第２項第１号～第７号の適用範囲＞ 

この期間に特別職給与法第１条の官職で平成 18 年３月 31 日までに廃止された職にいた者 

 

H８.４.１                                          H18.４.１（施行）                  現在 

 

 

２ 問題の所在 

今回の法改正の審査の過程で、平成 17 年改正法の施行日（平成 18 年 4 月 1 日）以後、

名称変更や改組により特別職給与法第１条から削除された審議会の委員から引き続いて

審議会の委員として現在も在職している事例があることが明らかとなった。 

 
 

・総合科学技術会議議員（任期２年）であった職員で、H26.5.19 の総合科学技術・イノベーション会

議への名称変更後から引き続いて当該会議の議員（任期３年）である者が現在２名 

  ①久間和夫議員（任期：H25.3.1～H27.2.28/H27.3.1～H30.2.28）（２期目） 

H17.10.28 （ 成H17.10.4（提出） 
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  ②原山優子議員（任期：H25.3.1～H27.2.28/H27.3.1～H30.2.28）（２期目） 

  ※ 久間委員、原山委員は退手法第６条の４第４項第５号ロの適用。 

 

 

（参考）名称変更時の議員承継に係る規定振り 

○内閣府設置法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 31 号） 

（経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に内閣府設置法第二十九条第一項第六号に掲げる議員である者の任期については、な

お従前の例による。 

 

○内閣府設置法（平成 11 年法律第 89 号） 

（議員）  

第二十九条   議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一～五 （略） 

六   科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

 

・特定個人情報保護委員会委員（任期５年）であった職員で、H28.1.1 の個人情報保護委員会の設置時

から引き続いて当該委員会の委員（任期５年）である者が現在３名 

①堀部政男委員長（任期：H26.1.1～H30.12.31）（１期目） 

②阿部孝夫委員（任期：H26.1.1～H30.12.31）（１期目） 

③嶋田実名子委員（任期：H27.1.1～H31.12.31）（１期目） 

※ 堀部委員長については、俸給月額が指定職俸給表八号俸の額に相当する額を超えているため、退手法第６条の

４第４項第５号イの適用。阿部委員、嶋田委員は退手法第６条の４第４項第５号ロの適用。 

 

（参考）個人情報保護委員会設置時の委員承継に係る規定振り 

○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律（平

成 27 年法律第 65 号） 

（委員長又は委員の任命等に関する経過措置） 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員である者は、それぞれ第二

号施行日に、第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律（以下この条において「第二号新個人情報保護法」とい

う。）第五十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、

その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日にお

ける従前の特定個人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。 

 

（参考）平成 17 年改正法の施行後に名称変更・廃止のあった他の審議会 

・「電気通信事業紛争処理委員会」→「電気通信紛争処理委員会」（H23.3.1） 

→非常勤委員のみ（国家公務員退職手当法の対象外） 

 ・「原子力安全委員会」の廃止（H24.9.19） 

→廃止時に委員に退職手当は支給されている 

  ※ 原子力安全委員会の廃止と同時に、原子力規制委員会が設置されたが、廃止時の原子力安全委員会の委員は、

引き続いて原子力規制委員会の委員やその他の審議会等の委員となっていない。 

 ・「宇宙開発委員会」の廃止（H24.7.12） 

→廃止時に委員に退職手当は支給されている 

※ 宇宙開発委員会の廃止の際、廃止時の宇宙開発委員会の委員はその他の審議会等の委員となっていない。 

 

 ・「航空・鉄道事故調査委員会」→「運輸安全委員会」（H20.10.1） 

  ※ ６名の航空・鉄道事故調査委員会の委員長及び常勤の委員が、そのまま運輸安全委員会の委員長及び常勤の委員
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として引き継がれ、平成 20 年 10 月以降に既に退職済（退職手当の調整額を基本額の 8/100） 

 

 仮に、上記５名の委員の退職時に、調整額を退手法第６条の４第４項第５号（基本額

の 8/100）ではなく、退手法第６条の４第１項に基づいて退職手当を支給した場合、本

来支給されるべき退職手当額よりも過大な額の支給となり、職責の差に応じた均衡が崩

れ、公平性、財政負担の観点等からも問題がある。 
 

（参考）退手法第６条の４第４項第５号に該当しない場合、調整額の算定に当たっては行（一）と同様に同法第６条

の４第１項が適用され、同項に規定する職員の区分に応じた調整月額×60 月分となる。 

 

＜今回の事例における審議会委員が勤続５年で任期満了退職した場合の計算例※調整率 83.7/100＞ 

  （第６条の４第１項の規定により調整額を算定する場合） 

１号区分（95,400 円）×60 月（５年分）＝5,724,000 円（約 572 万４千円） 

（第６条の４第４項第５号の規定により調整額を算定する場合） 

1,035,000 円（俸給月額）×4.185（支給率※３条１項勤続 5年）×8.3/100＝359,512 円（約 35 万 9 千円） 

 

＜今回の事例における審議会委員が再任され、勤続８年又は 10 年で任期満了退職した場合の計算例＞ 

※第６条の４第１項の規定により調整額を算定する場合は上記と同額 

（第６条の４第４項第５号の規定により調整額を算定する場合） 

・総合科学技術・イノベーション会議議員（勤続８年） 

1,035,000 円（俸給月額）×6.696（支給率※３条１項勤続 8年）×8.3/100＝575,219 円（約 57 万 5 千円） 

・個人情報保護委員会委員（勤続 10 年） 

1,035,000 円（俸給月額）×8.37（支給率※３条１項勤続 10 年）×8.3/100＝719,024 円（約 71 万 9千円） 

 

 

 国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 107 号）の制定時には、

平成 17 年改正法附則第６条第２項については、経過措置規定として設けられてから既に

10 年程度が経過しており、退手法第６条の４第４項第５号の適用に当たって、当該経過

措置が効力を有する局面はほとんど想定されないとして、当該規定の改正（退手法第６

条の４第４項第６号から同項第５号への号ずれの手当）が行われなかったと考えられる

ところである。 

 

 しかしながら、近年、審議会の名称変更や改組が行われ、特別職給与法第１条各号か

ら削除された審議会の委員から引き続いて審議会の委員として現在も在職している事例

があるところである。該当する委員（５名）の任期終了時期も近づいており、退職時の

退職手当の算定において、今後の支給実務に支障を及ぼさない観点から、規定の解釈に

紛れのないよう、「特別職給与法第１条から削除された官職の職員としての在職期間を

特別職の職員としての在職期間としてみなす」趣旨を、条文上、明確化しておくことが

適切である。 

 
※ 平成 26 年に独立行政法人の名称変更を行う際に、過去の独立行政法人の統廃合の際に改正法

の附則に設けられた在職期間通算規定について一部措置漏れが生じていたところ、平成 27 年の

整備政令において、法律の読替規定を設け、趣旨を明確化する手当が行われたという例がある。 
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３ 対応方針（平成 17 年改正法の経過措置政令の改正） 

上記の問題を踏まえ、今般の退手法改正に併せ、退職時にすでに特別職給与法第１条

に規定されていない「総合科学技術会議議員」及び「特定個人情報保護委員会の委員」

としての在職期間を、調整額を算定する際の在職期間とみなすことが条文上明確になる

ように、平成 17 年改正法附則第６条第２項第８号の規定に基づき、平成 17 年改正法の

経過措置政令の改正により措置したい。 

そのため、平成 17 年改正法附則第６条第２項の柱書において、今回、退手法第６条の

４第４項第６号から同項第５号への号ずれの手当を行う。 

 

 ＜平成 17 年改正法の経過措置政令で対応可能な理由＞ 

① 平成 17 年改正法附則第６条第８号を設ける際、今後、特別職給与法の改正による

官職の変動があった際に法律でその都度規定していく必要がないよう、立法経済上

の観点から、政令において規定できるように措置したという経緯があり、政令で規

定することも許容されるものと考えられること 

② 退手法第７条の２及び第８条における通算対象法人を、退手法施行令第９条の２

及び第９条の４で規定していることと整合的である。また、平成 17 年改正法附則第

６条第２項第８号に基づく規定は、該当者がいれば機械的に措置すべきものである

ため、行政府による裁量の余地のないものであることから、政令で規定されること

が許容されること 

 

※ 今回の退手法改正法案成立後に、成立後の平成 17 年改正法附則第６条第２項の規定に基づき、

政令改正作業に着手。法律と同様に平成 30 年１月１日施行とする。 

 
＜規定イメージ＞ 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 抄 
 
第一条～第三条 略 
（法附則第六条第二項に規定する政令で定める職員） 

第三条の二 法附則第六条第二項第八号に規定する政令で定める職員は、次の各号に掲げる職員と

する。 
  一 内閣府設置法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第三十一号）による改正前の特別職

の職員の給与に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十二号。次号において「特別職給与

法」という。）第一条第十七号に掲げる総合科学技術会議の常勤の議員 
二 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の一部を改正する法律（平成二十七年法律第六十五号）による改正前の特別職

給与法第一条第十四号の二に掲げる特定個人情報保護委員会の委員長及び常勤の委員 
第四条～第六条 略 

 
 

 

※ なお、他の対応策として、総合科学技術会議、個人情報保護委員会の経過措置政令等の改正によ

り措置することも考えられるが、内閣府及び個人情報保護委員会事務局に確認したところ、名称変

更や改組をした際の経過措置政令は存在しないため、今回、過去の経過措置政令を改正して措置す

る方法によることは困難（両方とも、名称変更や改組に伴う関係政令の整備政令は設けられたとこ
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ろであるが、既に施行済。経過措置政令は設けられなかった。）。 

  また、平成 17 年改正法附則第６条第２項について、総合科学技術会議及び特定個人情報保護委

員会の委員であった者について、当該期間を特別職職員としての在職期間とみなすために、適用可

能性のなくなった現行の第１号～第８号を削除した上で、総合科学技術会議、個人情報保護委員会

について新たに第１号、第２号で規定することも考えられるが、平成 17 年改正法の施行における

経過措置として設けられた平成 17 年改正法附則に、施行日以後に生じた事例のみを規定すること

となってしまうため、平成 17 年改正法附則第６条第２項各号に規定するのは適当ではないと考え

られる。 

 

  今回は平成 17 年改正法の経過措置政令で措置を行うが、平成 17 年改正法の経過措置

政令は、平成 17 年改正法の施行に伴う経過措置として位置づけられたものであり、制定

から 10 年以上経過している。一方で、今後も審議会の名称変更及び改組は想定されると

ころであり、永続的に改正が生じるものについて、恒久的に平成 17 年改正法の経過措置

政令で追加していくことは馴染まないとも考えられるところである。 

今後、同様の事案が発生した場合には、平成 17 年改正法の経過措置政令の改正以外に

も、以下の２つの対応策も考えられるところであり、引き続き検討を行いたい。 

 

 

 ①退手法第６条の４第４項第５号ロに、同号イと同様に、「その他これに類する者とし

て政令で定める者」を追加し、退職手当法施行令に、退手法第６条の４第４項第５号

ロに基づく政令に基づく職員を規定することで対応。 

 

※ 退職手当の制度的改正が行われる本則改正時に対応を検討。 

 

②省庁再編後の審議会等委員の人選について（平成 12 年 10 月 11 日各省人事担当課長会

議申し合わせ）において、一の審議会等の委員に 10 年を超える期間継続して任命しな

いこととされており、組織再編後に委員等がそのまま長期在職することは考えられな

いことなどから、今後、特別職給与法第１条各号に掲げる名称の変更及び削除が生じ

た場合には、審議会の名称変更及び改組を行う法律の経過措置として、特別職職員と

しての在職期間とみなす規定を置くことで対応。 

 

※ 別紙（３）の場合の取扱いについて、法律での対応が可能か、政令での措置によるか（包括

委任に基づく）等の精査が必要。 
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審議会の名称変更、改組及び廃止と委員承継の関係 

（想定されるパターン） 

 

（１）委員の任期について「なお従前の例による」と規定する場合 

例：「総合科学技術会議」→「総合科学技術・イノベーション会議」に名称変更（H26.5.19） 

 

 ＜考えられる承継規定の規定ぶりの例＞ 

この法律の施行の際現に○○に掲げる○○である者の任期については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

（２）Ａ審議会の委員である者をＢ審議会の委員として任命されたものとみなす規定を置く場合 

例：「特定個人情報保護委員会」→「個人情報保護委員会」に改組（H28.1.1） 

「電気通信事業紛争処理委員会」→「電気通信紛争処理委員会」に改組（H23.3.1） 

 

 ＜考えられる承継規定の規定ぶりの例＞ 

この法律の施行の際現に○○の規定により任命されたＡ委員会の委員である者は、それぞれ、○

○日に、Ｂ委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたもの

とみなされる者の任期は、○○の規定にかかわらず、○○日におけるＡ委員会の委員としての任期

の残任期間と同一の期間とする。 

 

 

 

 

 

 

（３）審議会委員の任期満了の規定を置く場合 

   例：「原子力安全委員会」の廃止（H24.9.19）、「宇宙開発委員会」の廃止（H24.7.12） 

     ※「原子力安全委員会」の廃止と同日に「原子力規制委員会」が設置 

  

＜考えられる承継規定の規定ぶりの例＞ 

   この法律の施行の日の前日において○○である者の任期は、○○の規定による改正前の○○の規

定にかかわらず、その日に満了する。 

 

 

 

 

Ａ審議会 Ａ’ 審議会 

Ａ審議会 Ｂ審議会 

名称変更 

改組 

Ａ審議会 

廃止・退職手当支給 

別 紙 
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※ Ａ審議会の廃止後に引き続き（１日も空けずに）Ｂ審議会の委員となると、退職手当を支給せず

にＢ審議会の退職時に退職手当が支給されることとなるため、通常は引き続いてＢ審議会の委員に

なることは想定されず、Ａ審議会が廃止された退職時に退職手当の支給を行っている。 

 

 

(参考)Ａ審議会及びＢ審議会を兼職する場合 

 

 

 

 

 

※ 常勤の審議会委員の兼職については、法令上、兼職を禁止する規定は存在しないが、与党方針と

して原則として行わないこととされている（平成 13 年 3 月 29 日 与党同意人事 PT 了承）。 

 

 

 

 

Ａ審議会 

Ｂ審議会 
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○国家公務員等退職手当暫定措置法の一部を改正する法律（昭和 34 年法律第 164 号）附則第３項 

適用者は存在せず、実効性を喪失しているため、今回の改正法により手当する平成 17 年改正法附則

第３条第１項から該当規定を削除する（平成 24 年法改正時には、昭和 48 年改正法附則第５項の規定中、

適用者がいない昭和 34 年改正法の規定を削除した。今回、平成 17 年改正法附則第３条第１項からも削

除する）。（47 頁・66 頁（参考１）参照） 

 

 

○国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和 48 年法律第 30 号）附則第５項～第８項 

第５項から第７項までは適用可能性があるので存置する（36 頁参照）。第８項は昭和 34 年改正法附

則第３項及び第４項に該当する職員の退職手当に関する従前額保障の規定であるため、適用者は存在せ

ず実効性を喪失している。今回の改正法により手当する平成 17 年改正法附則第３条第１項から該当規

定を削除する（47 頁・66 頁（参考１）参照）。 

 
 
○特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 146 号）附則第４項 

本項の適用者は、平成 16 年改正法の施行日の前日（平成 17 年３月 31 日）に在職している審議会の

常勤委員等の職員で、引き続いて現在も審議会の常勤委員等として在職しており、今後、自己都合等に

より退職が見込まれる者である。 
平成 26 年改正法時は、「審議会委員等兼職データベース」を用いて、その当時ある審議会に属する

委員が平成 16 年改正法前から引き続き当該審議会に属していたかを確認したものであり、平成 16 年改

正法前に当該審議会とは別の審議会に常勤委員としての在職期間を持つ者が引き続いて当該審議会に属

している場合については調査していない。 
そのため、今回、平成 16 年改正法附則第４項について、適用者の有無について調査したところ、適

用者は存在しなかったところである。今般の改正においては措置しないこととする（平成 17 年改正法

附則からは削除する）。（47 頁・69 頁（参考２）参照） 
 
 
○国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 115 号）附則第６条第１項の表中

「第四項第六号ロ」の項、附則第６条第２項 

・ 附則第６条第１項の表中「第一項」、「第二項」の項は、平成８年４月１日よりも前から在職して

いる職員について、調整額を算定する際の読替規定であり、まだ適用者が存在するため、削除しない

こととする。 
・ 「第四項第六号ロ」の項は、平成８年４月１日よりも前から在職している職員であって、平成８年

４月１日以降その在職期間が全て特別職給与法第一条各号に掲げる特別職の職員（常勤）としての在

職期間となる者について、調整額を算定する際の読替規定である。今回、平成８年４月１日以降引き

続いて特別職の職員として在職している者が存在するか、適用者の有無について調査したところ、適

用者は存在しなかったため、今般の改正において「第四項第六号ロ」の項は削除することとする（56
頁参照）。 

・ 附則第６条第２項第１号から第７号までは、今般、各府省に調査したした結果、該当者はいないこ

とが判明したが、第８号に基づき、特別職給与法第１条各号の改正で職員の名称変更や改組があった

際に、変更となった官職を政令で追記することが想定されており、規定の実効性が存在することから、

附則第６条第２項柱書の「同条第４項第６号ロ」を「同条第４項第５号ロ」に改め、存置することと

過去の国家公務員退職手当法の一部改正法附則の実効性についての整理 
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する。（56 頁参照） 
 

 

○国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 115 号）附則第４条 

平成 17 年改正法附則第４条について、平成 17 年改正法施行時（平成 17 年４月１日）以後、平成 21

年度までに退職した職員が適用の対象となっているところ、国家公務員退職手当法は退職時点の規定を

適用して支給することとなっており、退職手当の支払いの差止め処分が行われている事案も存在しない

ことから、既に適用者は存在せず、実効性は喪失している。 

また、平成 17 年改正法附則第３条１項の規定の整備に伴い、「国家公務員等退職手当暫定措置法の

一部を改正する法律（昭和 34 年法律第 164 号）を同項から削除することとなるが、附則第４条を存置

した場合には、実効性がないにもかかわらず、当該略称規定を改めて附則第４条に置く必要がある。し

たがって、附則第４条を削除することとする（53 頁参照）。 
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（参考２） 

 

 

 

 

○ 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 146 号。

以下「平成 16 年改正法」という。）附則第４項は、共済年金の長期給付が適用されな

い者（審議会の常勤委員等）について、退手法第３条（自己都合等退職）による支給を

行う場合であっても、退手法第４条（勤続 25 年未満定年退職者）によるより高い退職手

当(第３条に比べ 25％程度の割増）が支給される特例が規定されていた（平成 16 年改正

法による改正前の退手法第４条第３項）。 

 

○ 平成 16 年改正法による特別職の幹部公務員の給与の見直しに併せてこの特例は廃止さ

れたが、平成 16 年改正法附則第４項において、平成 16 年改正法施行日前日（平成 17

年３月 31 日）から引き続き在職する審議会の常勤委員等については、引き続き改正前の

第４条第３項の規定に基づき、本来の支給率よりも高い支給率を用いて退職手当額を計

算する経過措置を規定した。 

 

（参考１）平成 16 年改正法による改正前の退手法第４条第３項 

第４条 （略） 

３ 国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128 号）第 72 条第２項の規定に該当する者（同項第

２号に掲げる者については、政令で定める者を除く。）のうち、職員で前２項又は次条第１項若

しくは第２項の規定に該当しないものに対する退職手当の額は、第１項の規定の例により計算し

た額とする。 

 

（参考２）国家公務員共済組合法（昭和 33 年法律第 128 号） 抄 

（長期給付の種類等） 

第七十二条 （略） 

２ 長期給付に関する規定は、次の各号の一に該当する職員（政令で定める職員を除く。）には 

適用しない。 

一 任命について国会の両院の議決又は同意によることを必要とする職員 

二 国会法（昭和二十二年法律第七十九号）第三十九条の規定により国会議員がその職を兼ね 

ることを禁止されていない職にある職員 

３ （略） 

 

（参考３）平成 17 年改正法による改正前の平成 16 年改正法附則第４項 

  （国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置） 

４ 施行日の前日に在職する職員であって同日に退職したとしたならば第三条の規定による改正前

の国家公務員退職手当法第四条第三項の規定の適用を受けることとなる者が、引き続いて同項に

規定する職員として在職し、かつ、同項の規定に該当する退職をした場合におけるその者に対す

る退職手当については、同項の規定は、なおその効力を有する。 

特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成 16 年法律第 146 号）に

ついて 
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の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
在

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
在

職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対

職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対

す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

す
る
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条

第
一
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第

二
条
の
三
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
の
四
並
び
に
附
則
第
二
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）
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○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
十
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

４

施
行
日
の
前
日
に
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
退
職
し
た
と
し
た
な
ら
ば
第

４

施
行
日
の
前
日
に
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
退
職
し
た
と
し
た
な
ら
ば
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
在

適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
在

職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対

職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
者
に
対

す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
六
条
の

す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

四
第
四
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
二
条
の
四
、
第
四
条
、

成
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条

第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
の
四
並
び
に
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た

第
一
項
及
び
第
六
条
の
四
第
四
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第

額
と
す
る
。

二
条
の
四
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
の
四
並
び
に
附
則
第
二
十
一
項
の

規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

75



- 5 -

○

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
四
十
六
号

（
抄
）

）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

(

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

(

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置)

４

施
行
日
の
前
日
に
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
退
職
し
た
と
し
た
な
ら
ば

４

施
行
日
の
前
日
に
在
職
す
る
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
退
職
し
た
と
し
た
な
ら
ば

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
三
項
の
規

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
三
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と

定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
者
が
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
職
員
と

し
て
在
職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

し
て
在
職
し
、
か
つ
、
同
項
の
規
定
に
該
当
す
る
退
職
を
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
一
項
及

の
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
額
は
、
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
四
条
第
一
項
及

び
第
六
条
の
四
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
二
条
の

び
第
六
条
の
四
第
四
項
第
六
号
の
規
定
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
二
条
の

四
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
の
四
並
び
に
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定

四
、
第
四
条
、
第
五
条
の
二
及
び
第
六
条
の
四
並
び
に
附
則
第
二
十
一
項
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。
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１ 施行期日について 

今般の改正（退職手当支給水準の引下げ）の施行日については、人事院の調査におけ

る官民比較の対象が平成 27 年度退職者であることを踏まえると、早期に官民較差を解消

する必要があり、本年の臨時国会への法案提出を前提に、平成 30 年１月１日とする。 

 

（注１）施行日を平成 30 年 4 月 1 日として、年度末に多く発生する平成 29 年度の定年退職者に引下

げ前の退職手当を支給することは国民の理解を得られず困難。 

 

（注２）これまで、退職手当の支給水準調整のための改正法案が臨時国会で成立した際も、官民較差

を早期に解消する観点から、施行日は法案成立の翌年の１月１日であった。 

 

  なお、平成 30 年１月１日施行とすることで、平成 30 年 3 月末に定年退職する予定の

者においては、退職手当の引下げ額 78 万１千円よりも、引下げ前の退職によって得られ

なくなる給与額（平成 30 年１月～３月の３か月分）が大きくなり、引下げ前に退職する

いわゆる「駆け込み退職」が問題となる可能性も著しく少ないと考えられる。 

 

（注３）定年退職者のうち最も人数が多い課長補佐級の一般的な月給（各種手当込み）は約 50 万円

であるため、約 50 万円×３＝約 150 万円＞78 万１千円（今回引下げ幅）となる。 

    なお、指定職では、指定職俸給表適用職員（事務次官、局長等）の一般的な月給（各種手当

込み）の平均は約 100 万円であるため、約 100 万円×３＝約 300 万円＞約 220 万円（指定職８

号俸（事務次官級）の引下げ幅）となる。 

 

（注４）いわゆる「駆け込み退職」とは、定年退職が近い職員が、退職手当の引下げの施行日前に自

己都合により退職すること。退手法上、定年年齢（60 歳）に達した職員が定年退職日（年度

末）の前に自己都合退職する場合、退職手当については自己都合ではなく定年退職の支給率が

適用される。 

 

２ 支給水準の引下げに伴い、経過措置を設けない理由について 

過去の退職手当の支給水準引下げ（平成 24 年改正法：402 万６千円 、平成 15 年改正

法：157 万２千円）においては、経過措置を設け段階的な引下げを行っているが、今回

は以下の理由により、経過措置を設けないこととする。 

①早期に官民較差を解消することが望ましいこと 

②官民較差が 78 万１千円であり、前回の一段階あたりの引下げ額（約 142 万円）よ

りも少額であること 

③人事院からも、経過措置を設けることが適切との見解は示されていないこと 

 

（注５） 改正後の調整率は、施行日以後に退職した者に適用される。 

施行期日の考え方及び経過措置を設けない理由について（附則第１項関係） 
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３ 適用関係の規定を設けない理由 

退職手当額の算定に当たっては、退職の日における法律規定が当然適用されるため、平

成 15 年改正法や平成 24 年改正法においては、適用関係の規定は置いていない。 

  

過去、適用関係の規定を置いた際には、下記のような理由がある。 

・ 昭和 48 年改正法附則第２条及び昭和 56 年改正法の附則第２条は、施行日から遡っ

てそれ以前の日を適用日としたために設けられた。 

・ 平成 20 年改正法附則第２条は、同法により既に支給された退職手当の返納等の規定

を改めたため、改正後の返納命令処分の対象となる退職手当についての適用関係を規

定するために設けられた。 

今般の改正においては、同様に支給水準調整の改正を行った平成 15 年改正法及び平成

24 年改正法との整合性を図る観点から、適用関係の規定は置かないこととする。 

 

【参考】 

○昭和 48 年改正法附則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日［昭和 48 年５月 17 日］から施行する。 

（適用日等） 

２ 改正後の国家公務員等退職手当法（以下「新法」という。）の規定（第七条の二の規定を除く。）

は、昭和四十七年十二月一日（以下「適用日」という。）以後の退職による退職手当について適用し、

適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。 

 

○昭和 56 年改正法附則 

（施行期日） 

１ この法律中第一条並びに次項及び附則第四項から第七項までの規定は公布の日［昭和 56 年 11 月 20

日］から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十七年一月一日から施行する。 

（適用日等） 

２ 第一条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法（以下「改正後の法」という。）附則第十三

項から第十六項までの規定は、昭和四十七年十二月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同

日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 

 

○平成 20 年改正法附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日［平成 21

年４月１日］から施行する。 

（国家公務員退職手当法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 第一条の規定による改正後の国家公務員退職手当法の規定は、この法律の施行の日以後の退職

に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。 
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○平成 26 年改正法附則 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日か

ら施第一条行する。 

（経過措置） 

第二条 行政執行法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第四項に規定する行政

執行法人をいう。以下この条において同じ。）の職員の退職による退職手当については、この法律によ

る改正後の国家公務員退職手当法の規定は、行政執行法人ごとに、この法律の施行の日から起算して一

年を超えない範囲内において政令で定める日から適用し、同日前の当該退職による退職手当については、

なお従前の例による。 

 

 

４ 従前額保障について 

  昭和 48 年に調整率の規定が導入されてから現在まで、当初の「120/100」から現行の

「87/100」に順次引き下げてきたところであるが、このような場合において、引下げ前

の調整率により計算した退職手当額（民間よりも高い水準の退職手当額）を支給すると

いうような、従前額保障の規定はこれまで設けられてきていない。 

一方、官民均衡確保のため以外の理由により、退手法本則による「支給率」や「（退

手法で規定する）俸給月額」の引下げを含む法改正を行った場合（平成 17 年改正法附則

第３条１項のほか、平成４年法律第 28 号附則第５項、昭和 63 年法律第 91 号附則第３条

など）には、一定の範囲で従前額保障を措置している。 

 

（参考） 

○平成４年法律第 28 号附則第５項 

平成４年法律第 28 号は、「一般職の職員の給与等に関する法律および行政機関の休日に関する法律

の一部を改正する法律」である。毎土曜日を閉庁日とするものであり、同法附則において、退職手当法

を改正し、日額制職員の退職手当法における俸給月額に相当する算定する額の算出方法を日額の 23 日分

から 21 日分に改めた（▲8.7％）ため、従前額保障を措置。 

 

○昭和 63 年法律第 91 号附則第３条 

昭和 63 年法律第 91 号は、「行政機関の休日に関する法律」である。第２及び第４土曜日を閉庁日と

するものであり、同法附則において退職手当法を改正し、俸給が日額で定められている職員（日額制職

員）の退職手当法における俸給月額に相当する算定する額の算出方法を日額の 25 日分から 23 日分に改

めた（▲８％）ため、従前額保障を措置。 

 

従前額保障を措置する場合の考え方としては、本来、退職手当は支給制限事由に該当

することなく退職した場合に発生する権利であり、退職時より前にその権利が発生する

ことはないものであるが、これまでの退職手当制度を前提とした職員の期待権を一定の
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範囲で保護することも必要であることから、退職手当制度の改正による支給率や俸給月

額の引下げの場合には、従前額保障を措置してきたものである。 

 

この点、官民均衡を確保するための支給水準の見直しについては、従前からおおむね

５～６年ごとに行われているところであり、官民較差を速やかに解消することが国民の

理解を得るためにも重要であることから、これまで従前額保障を措置していないことを

踏まえ、今回の改正についても措置しないこととする。 
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（参考） 

過去の退職手当の段階的引下げ 

 

平成 15 年改正法による措置（調整率 110/100⇒104/100） 

平均 157.2 万円の官民較差を退職手当の支給水準の引下げにより解消 

 

平成 15 年５月 28 日成立、同年６月４日公布、同年 10 月１日施行 

期間 調整率 一段階ごとの退職手当の引下げ幅 

平成 15 年 10 月１日～ 

平成 16 年９月 30 日 
107/100 

▲約 79 万円 

（▲約 2.7％） 

平成 16 年 10 月１日～ 104/100 
▲約 79 万円 

（▲約 2.7％） 

 
 

平成 24 年改正法による措置（調整率 104/100⇒87/100） 

平均 402.6 万円の官民較差を退職手当の支給水準の引下げにより解消 

 

平成 24 年 11 月 16 日成立、同月 26 日公布、平成 25 年１月１日施行 

期間 調整率 一段階ごとの退職手当の引下げ幅 

平成 25 年１月１日～ 

平成 25 年９月 30 日 
98/100 

▲約 142 万円 

（▲約 5.2％） 

平成 25 年 10 月１日～ 

平成 26 年６月 30 日 
92/100 

▲約 142 万円 

（▲約 5.2％） 

平成 26 年７月１日～ 87/100 
▲約 118 万円 

（▲約 4.4％） 
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１ 規定の概要 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号。以下

「公サ法」という。）第 31 条において、国家公務員を退職して官民競争入札等の落札企

業に雇用され公共サービスに従事した後、再び国家公務員として採用された場合におい

て、先の職員としての在職期間と後の職員としての在職期間とを通算した勤続期間によ

り計算した退職手当の額から、公共サービスに従事するための退職に係る退職手当とそ

の支給日の翌日から最終退職までの期間に応じた利息とを合計した額を控除した額をそ

の者の退職手当として支給する特例を規定している。 

 

 

２ 改正の概要 

公サ法において、退手法第６条の４第４項第５号の規定を引用しており、退手法第６

条の４第４項第５号の規定により、退職手当の額を計算することとされている。 

今回の改正により、退手法原始附則第 26 項で、退手法第６条の４第４項第５号の規定

について、「8/100」を「8.3/100」と読み替える規定を置くこととしているため、退手

法第６条の４第４項第５号と同様に、退職手当の額の計算において疑義が生じないよう、

附則第 26 項を明記する必要がある（附則第 26 項による読替え後のものであることを明

確化する）。 

 

※現行の公サ法第 31 条においても、退職手当の額の計算において疑義が生じないよう、読替規定

である退手法第５条の３及び平成 17 年改正法附則第６条について引用しているところ。 

 

  また、公サ法第 31 条において、昭和 34 年改正法附則第３項、昭和 48 年改正法附則第

８項、平成 17 年改正法附則第４条の規定を引用しているが、これらの規定にはすでに適

用者が存在しないため、国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号。以下「特区法」

という。）との平仄を取ることとし、これらの規定に係る文言を削除する。 

 

※経過措置規定である平成 17 年改正法附則第３条は異なり、公サ法第 31 条は本則規定であるため、

今般の改正で適用可能性のない条項を削る文言の整理を行うこととする。 

 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成 18 年法律第 51 号）の改正 

（附則第２項関係） 
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３ 附則で改正する理由 

  今回の改正は、本則（第１条）で退手法附則第 26 項を新設して、特別職幹部職員等の

調整額を基本額の「８/100」から「8.3/100」に読み替えることとすることに伴うもので

あり、公サ法において「附則第 26 項」を追加するのは、本則改正により当然に行う反射

的なものであるため、附則で改正する。 
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１ 規定の概要 

特区法第 19 条の２において、国家公務員が、国家戦略特別区域の創業者人材確保支援

事業に係る区域計画において指定されているスタートアップ企業（創業５年以内の企業

等）に転職した後、再び国家公務員として採用された場合において、先の職員としての

在職期間と後の職員としての在職期間とを通算した勤続期間により計算した退職手当の

額から、スタートアップ企業に転職するための退職に係る退職手当とその支給日の翌日

から最終退職までの期間に応じた利息とを合計した額を控除した額をその者の退職手当

として支給する特例を規定している。 

 

２ 改正の概要 

特区法において、退手法第６条の４第４項第５号の規定を引用しており、退手法第６

条の４第４項第５号の規定により、退職手当の額を計算することとされている。 

今回の改正により、退手法原始附則第 26 項で、退手法第６条の４第４項第５号の規定

について、「8/100」を「8.3/100」と読み替える規定を置くこととしているため、退手

法第６条の４第４項第５号と同様に、退職手当の額の計算において疑義が生じないよう、

附則第 26 項を明記する必要がある（附則第 26 項による読替え後のものであることを明

確化する）。 

 

※現行の特区法第 19 条の２においても、退職手当の額の計算において疑義が生じないよう、読替

規定である退手法第５条の３及び平成 17 年改正法附則第６条について引用しているところ。 

 

３ 附則で改正する理由 

  今回の改正は、本則（第１条）で退手法附則第 26 項を新設して、特別職幹部職員等の

調整額を基本額の「８/100」から、「8.3/100」に読み替えることとすることに伴うもの

であり、特区法に「附則第 26 項」を追加するのは、本則改正により当然に行う反射的な

ものであるため、附則で改正する。 

 

 

国家戦略特別区域法（平成 25 年法律第 107 号）の改正（附則第３項関係） 
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 参考資料 

 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公サ法）第 31 条 

及び国家戦略特別区域法（特区法）第 19 条の２条の規定内容 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

○ 再任用職員が退職した場合の退職手当額の計算方法を規定。 

  具体的には、 

①Ａの期間＋Ｃの期間を通算して計算した退職手当額（第１項）から、 

②Ａの期間の退職手当額とその額の利息を合計した額（第２項）を控除して算出。 

ただし、当該額が、 

③Ｃの期間のみで計算した額（第３項）を下回る場合は、③の額を支給する。 

 

 

（国家公務員） （スタートアップ企業） （国家公務員） 

Ａ Ｂ Ｃ △ 

特
定
退
職 

△ 

退
職 

△ 

再
任
用 

（公共サービス従事者）
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 今般の改正は、人事院の調査結果及び見解を踏まえ、国家公務員の退職給付について

官民均衡を確保するため、退職手当の支給水準を引き下げる改正を行うものである。 

そのため、理由の文言については、本法と同様の改正を行った、平成 24 年改正法時の

理由の文言を用いることとする。 
 

 

（参考）過去の退手法改正時の「理由」 

 

〇国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 107 号） 

 国家公務員の給与制度の総合的見直し等が退職手当の支給水準に及ぼす影響等に鑑み、現行の退職手

当の支給水準の範囲内で、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、退職手当

の調整額を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 

○国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成 20 年法律第 95 号） 

退職手当制度の一層の適正化を図り、もって公務に対する国民の信頼確保に資するため、退職後に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の退職手当の全部又は一部を返納させる

ことができることとする等、退職手当について新たな支給制限及び返納の制度を設ける必要がある。こ

れが、この法律案を提出する理由である。 

 

○国家公務員退職手当法の一部を改正する法律（平成 17 年法律第 115 号） 

国家公務員制度改革における国家公務員退職手当制度の改革の必要性や国家公務員の給与構造の改革

の状況等にかんがみ、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の

退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設する等の必

要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 

〇国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 62 号） 

民間における退職金（注１）の支給の実情にかんがみ、長期勤続者（注２）に対する退職手当の額を

引き下げるほか、定年前早期退職者に対する退職手当に係る特例の見直しを行うとともに、独立行政法

人等役員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例を設ける等の必要が

ある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 

〇国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和 56 年法律 91 号） 

本法の理由 平成 24 年改正法時の理由 

 
民間における退職給付の支給の実情に鑑
み、国家公務員の退職手当の額を引き下げ
る等の必要がある。これが、この法律案を
提出する理由である。 

 
民間における退職給付の支給の実情に鑑
み、退職手当の額を引き下げるとともに、
被用者年金制度の一元化等を図るための厚
生年金保険法等の一部を改正する法律附則
第二条の規定等を踏まえ、公務員共済の職
域加算額の廃止に伴う退職等年金給付の導
入及び職域加算額の廃止に伴う経過措置を
講ずる等の必要がある。これが、この法律
案を提出する理由である。 

「理由」について 
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 民間事業における退職金の支給の実情にかんがみ、長期勤続者等（注２）に対する退職手当の額を引

き下げることとする等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 

 

〇国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律（昭和 48 年法律第 30 号） 

民間における退職金の実情等にかんがみ、退職手当の額の計算上公庫、公団等に出向した職員の出向

期間を通算することとする等の措置を講ずるほか、当分の間、勧しよう退職者、長期勤続後の退職者等

（注２）に対する退職手当の額を引き上げることとする必要がある。これが、この法律案を提出する理

由である。 

 

（注１）平成 15 年改正法の根拠となった平成 13 年調査においては、退職金調査として官の退職手当と

の比較調査を行っている。そのため、平成 15 年改正法の理由においては、「民間における退

職金の支給の実情にかんがみ」とした。一方、平成 24 年改正法の根拠となった平成 23 年の調

査においては、退職給付調査として一時金と年金の合計額の比較調査を実施している。そのた

め、平成 24 年改正法の理由においては、退職金ではなく退職給付という用語を用いて「民間

における退職給付の支給の実情に鑑み」とした。 

 

（注２）平成 15 年改正法、昭和 56 年改正法及び昭和 48 年改正法において、額の引き上げが長期勤続

者等に限定されているのは、国家公務員の退職手当が長期勤続報償であることに鑑み、勤続 20

年以上（自己都合を除く。）の退職者を 100/100 を超える調整率の対象としていたことによる

ものである。平成 24 年改正法以降は、調整率が 100/100 を下回ったため、制度全体のバラン

スの観点から、勤続年数や退職理由にかかわらず、全退職者を対象として退職手当（基本額）

に調整率を掛けることにしたため、限定する必要性がなくなった。 
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